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…
経
莚
制
度
の
成
立
を
分
析
の
焦
点
と
し
て
一

高

橋

亨

【
要
約
】
　
明
代
宣
徳
以
前
、
皇
帝
の
修
学
は
、
各
帝
が
宮
中
で
任
意
に
読
書
を
行
な
う
に
ま
か
せ
ら
れ
て
い
た
。
正
統
初
年
よ
り
、
英
宗
皇
帝
に
対
す
る

進
講
が
始
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
英
宗
が
幼
年
で
即
位
す
る
と
い
う
事
態
に
対
応
す
る
た
め
に
、
臨
時
的
に
実
施
さ
れ
た
施
策
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
正

統
末
年
に
惹
起
し
た
土
木
の
変
に
到
る
政
情
へ
の
反
省
か
ら
、
当
時
の
臣
事
た
ち
は
、
朝
儀
以
外
の
時
問
に
於
い
て
も
皇
帝
の
B
常
を
一
定
程
度
管
理
す

る
方
法
を
模
索
す
る
。
結
果
と
し
て
、
娯
泰
初
年
に
す
で
に
成
年
に
達
し
て
い
た
景
泰
帝
を
対
象
と
し
た
進
講
が
開
設
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
明
代
に
於
い

て
皇
帝
が
そ
の
年
齢
如
何
に
関
わ
ら
ず
臣
僚
に
よ
っ
て
教
導
の
対
象
と
さ
れ
る
体
網
が
出
現
し
た
背
景
と
し
て
、
正
統
か
ら
景
泰
に
到
る
政
情
の
推
移
と
、

そ
れ
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
臣
僚
た
ち
の
動
向
を
措
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
流
れ
の
中
で
、
「
同
知
経
事
事
」
を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
内

閣
官
は
、
皇
帝
に
対
す
る
進
講
を
主
導
す
る
と
い
う
職
掌
を
獲
得
し
た
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
五
巻
三
号
　
二
〇
一
二
年
五
月

は
　
じ
　
め
　
に

筆
者
は
、
か
つ
て
永
樂
期
に
内
閣
に
入
っ
た
官
員
が
担
っ
た
具
体
的
な
役
割
に
つ
い
て
分
析
し
、

　
　
　
　
　
①

明
代
「
内
閣
官
」

の
職
責
の
起
源
は
、
永

樂
帝
に
仕
え
た
モ
ン
ゴ
ル
語
・
ペ
ル
シ
ャ
語
な
ど
種
々
の
言
語
を
担
当
す
る
秘
書
集
団
中
の
漢
文
担
当
者
と
し
て
の
役
割
に
あ
る
と
述
べ
た
。

そ
の
上
で
、
永
週
期
に
於
け
る
内
閣
富
の
任
用
に
つ
い
て
は
、
新
興
し
た
政
権
に
於
い
て
文
書
作
製
を
掌
る
人
材
集
団
が
重
用
を
蒙
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

普
遍
的
現
象
と
し
て
理
解
で
き
る
、
と
い
う
見
解
を
披
渥
し
た
。
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で
は
、
永
樂
以
後
如
何
な
る
契
機
を
経
て
、
明
代
内
閣
の
職
掌
・
地
位
は
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
萬
暦
前
期
、
時
の
政
局
に
多
大
な
影
響
力
を
行
使
し
た
内
閣
大
宰
士
思
慮
正
が
萬
暦
帝
に
対
す
る
進
講
の
実
施
を
主
導
し
つ
つ
、
帝
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

「
先
生
」
と
称
さ
れ
尊
崇
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
特
に
有
名
で
あ
る
。
張
居
正
が
こ
の
よ
う
な
立
場
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
背
景
に
は
、
皇
帝

に
対
す
る
教
導
一
す
な
わ
ち
「
平
飼
」
の
管
掌
を
、
内
閣
官
が
職
責
と
し
て
損
い
続
け
て
き
た
と
い
う
事
実
が
存
す
る
。

　
ま
た
、
歴
代
の
内
閣
官
の
伝
記
を
見
る
と
、
内
閣
に
抜
擢
さ
れ
る
以
前
に
経
莚
に
参
加
し
皇
帝
の
関
心
を
得
た
こ
と
を
伝
え
る
記
述
が
想
見

さ
れ
る
。
当
時
の
閣
僚
は
、
そ
の
官
僚
と
し
て
の
経
歴
に
於
い
て
内
閣
へ
抜
擢
さ
れ
る
契
機
を
如
何
に
獲
得
し
て
い
た
の
か
、
か
か
る
問
題
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

考
察
す
る
に
当
た
っ
て
も
、
経
莚
制
度
を
等
閑
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
、
内
閣
宮
の
職
掌
、
そ
し
て
入
閣
に
到
る
陞
進
径
路
の
形
成
過
程
に
於
い
て
、
経
莚
制
度
の
成
立
は
重
要

な
画
期
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
こ
の
経
笹
制
度
は
、
如
何
な
る
歴
史
的
背
景
の
下
で
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
明
朝
で
は
、
建
国
以
来
宣
徳
初
年
ま
で
、
帝
位
の
獲
得
あ
る
い
は
安
定
の
た
め
に
武
力
行
使
す
ら
と
も
な
っ
た
時
代
が
続
く
。
そ
の
後
、
正

統
に
到
っ
て
こ
の
よ
う
な
時
代
は
終
わ
り
を
告
げ
、
以
後
は
武
力
を
と
も
な
っ
た
皇
位
の
争
奪
は
収
束
す
る
。
英
宗
が
復
辞
す
る
際
に
奪
掠
の

変
が
起
こ
る
が
、
こ
れ
は
土
木
の
変
と
い
う
対
外
軍
事
行
動
の
失
敗
の
後
遺
症
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
事
実
、
少
な
く
と
も
中
央
政
治
機
構
に

つ
い
て
言
え
ば
、
景
泰
一
天
順
間
に
在
っ
て
は
、
大
き
な
変
革
は
見
出
せ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
明
朝
の
歴
史
の
画
期
と
も
言
え
る
正
統
と
そ
れ
に
続
く
景
泰
期
に
、
皇
帝
の
存
在
の
あ
り
様
に
一
つ
の
変
化
が
生
じ
る
。
す

な
わ
ち
英
宗
の
正
統
元
年
、
皇
帝
に
対
し
て
定
期
的
な
進
講
が
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
第
　
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
、
内
閣
に
在

っ
た
六
三
奇
・
楊
榮
・
楊
博
が
、
「
同
仁
経
錘
事
」
と
い
う
肩
書
き
を
帯
び
た
上
で
、
日
々
の
進
講
に
参
加
し
、
さ
ら
に
進
講
内
容
の
査
閲
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

管
掌
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
基
本
的
に
は
、
こ
の
正
統
の
揚
馬
が
後
代
に
継
承
さ
れ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
皇
統
の
継
承
に
つ
い

て
言
え
ば
、
明
朝
が
そ
の
安
定
を
得
る
の
と
時
を
岡
じ
く
し
て
、
皇
帝
は
臣
僚
が
教
導
を
行
う
対
象
へ
と
変
じ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
実
を
踏
ま
え
れ
ば
、
内
閣
宮
の
職
掌
の
変
遷
は
、
明
朝
の
歴
史
に
於
い
て
創
業
と
そ
れ
に
続
く
激
動
か
ら
守
成
へ
と
時
代
が
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⑥

移
ろ
い
、
君
臣
関
係
が
変
容
し
て
い
っ
た
趨
勢
を
体
現
し
て
い
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
皇
帝
を
対
象
と
し
た
進
講
は
英
宗
の
即
位
と
と
も
に
始
ま
っ
た
た
め
、
一
般
的
に
は
、
そ
れ
を
以
っ
て
明
代
書
置
制
度
の
成
立

と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　
と
は
言
え
、
以
下
に
詳
し
く
看
て
い
く
よ
う
に
、
正
統
初
年
の
段
階
で
は
、
幼
年
で
即
位
し
た
英
宗
を
教
導
す
る
た
め
に
、
い
わ
ば
臨
時
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

経
莚
の
儀
注
が
整
備
さ
れ
た
観
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
経
麺
制
度
の
確
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
正
統
・
景
泰
期
に
於
い
て
、
皇
帝
に
対
す
る
進
講
が
実
施
さ
れ
る
に
到
っ
た
経
過
の
分
析
を
試
み
る
。
か
か
る
考
察

の
結
果
、
明
代
内
閣
が
負
う
こ
と
に
な
っ
た
職
責
と
地
位
が
、
当
該
時
期
の
政
情
と
密
接
に
関
連
し
な
が
ら
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
事
実

が
、
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
本
論
考
中
で
は
、
月
に
三
度
行
な
わ
れ
た
進
講
と
毎
日
の
進
講
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
っ
た
場
合
、
史
上
に
見
え
る
語
を
援
用
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

便
宜
的
に
前
者
を
「
大
経
莚
」
、
後
者
を
「
日
講
」
と
称
す
る
。

①
　
明
代
通
じ
て
内
閣
に
選
入
さ
れ
た
人
間
が
帯
び
て
い
た
官
職
は
～
様
で
は
な
く
、

　
入
閣
し
た
人
員
を
総
称
す
べ
き
具
体
的
官
名
を
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

　
こ
で
、
本
稿
で
は
、
永
樂
六
年
八
月
に
禮
部
よ
り
提
出
さ
れ
た
「
巡
狩
合
行
事

　
宜
」
に
見
え
る
「
翰
林
院
内
閣
官
」
礒
太
宗
實
録
㎞
巻
八
二
　
永
樂
六
年
入
月
己

　
卯
條
）
と
い
う
呼
称
に
基
づ
き
、
内
閣
に
入
っ
た
宮
員
を
「
内
閣
蜜
」
と
呼
ぶ
こ

　
と
に
す
る
。

②
拙
稿
「
明
代
永
樂
期
内
閻
官
の
性
格
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
隔
＝
六
二
〇
～

　
｝
年
）

③
　
萬
暦
帝
が
張
居
正
に
対
し
て
表
し
た
態
度
に
つ
い
て
、
王
世
論
「
張
居
正
傳
」

　
（
噸
慕
靖
以
來
首
輔
傳
曝
巻
七
）
は
門
上
以
師
臣
待
居
正
、
凡
鼻
下
合
札
皆
不
名
、

　
栴
先
生
、
或
稀
元
輔
。
」
と
伝
え
る
。
下
居
正
に
関
す
る
研
究
は
数
多
あ
る
が
、

　
彼
が
萬
暦
帝
の
輕
簿
を
主
導
し
、
帝
と
の
間
に
師
弟
関
係
を
形
成
し
て
い
た
こ
と

　
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
櫻
井
俊
郎
「
万
暦
初
政
の
経
鑓
日
講
と
開
歴
代
帝
鑑
図

　
説
鷺
（
『
大
阪
府
立
大
学
紀
要
』
（
人
文
・
社
会
科
学
）
四
九
　
二
〇
〇
　
年
）
が

　
詳
し
い
。

④
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
る
。
膨
化
二
二
年
に
入
閣
し
た
歩
直
に
つ
い
て
、
「
時
上

　
（
憲
宗
）
以
公
経
莚
進
講
稻
旨
、
春
公
特
厚
。
及
密
旨
令
内
閣
選
堪
任
學
卜
者
以

　
進
、
公
桐
胴
名
且
有
二
部
侍
郎
隠
撮
。
上
皇
欲
公
出
翰
林
、
田
畑
爲
講
學
。
」

　
（
『
國
朝
緻
徴
録
紬
巻
十
四
　
程
楷
撰
「
資
善
大
夫
太
子
少
保
兵
部
尚
書
兼
翰
林

　
院
學
士
譲
文
半
歩
公
直
傳
扁
）
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
、
纏
莚
で
の
進
講
に

　
従
事
し
、
帝
よ
り
関
心
を
得
て
翰
林
院
に
留
め
ら
れ
た
と
い
う
。
弘
治
豊
年
に
入

　
黒
し
た
謝
遷
の
伝
記
に
は
、
「
直
上
（
孝
宗
）
念
公
春
宮
蕪
臣
、
髭
在
講
箕
春
注
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甚
切
、
総
有
以
困
難
之
突
。
」
（
『
國
翼
壁
徴
録
瞳
巻
十
四
　
費
豊
門
光
禄
大
夫
柱

　
國
少
傅
兼
太
子
太
傅
戸
部
尚
書
謹
古
殿
大
學
士
贈
太
腿
識
文
正
謝
公
遷
神
道
碑
」
）

　
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
彼
が
東
宮
官
と
し
て
孝
宗
に
近
侍
し
て
い
た
こ
と
に
加
え
、

　
経
莚
の
場
で
嘱
目
を
蒙
っ
て
い
た
こ
と
も
、
重
用
さ
れ
る
契
機
を
為
し
た
と
書
う

　
の
で
あ
る
。
ま
た
、
隆
慶
・
寸
寸
期
に
な
る
と
、
内
閣
に
撮
っ
た
人
間
の
経
歴
に

　
経
莚
へ
の
参
加
が
多
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
明
末
政
治
史
研
究
の
方
醐
に
於
い

　
て
指
摘
が
為
さ
れ
て
い
る
。
朱
子
三
蓋
は
、
萬
暦
期
に
内
閣
に
在
っ
た
張
居
正
等

　
が
、
み
な
進
講
に
侍
す
と
い
う
経
歴
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
「
萬
暦
朝

　
名
臣
」
は
皆
「
経
莚
講
官
出
身
」
で
あ
っ
た
と
言
う
（
「
三
関
暦
朝
憲
莚
制
度
述

　
下
畑
魍
社
会
科
学
戦
線
㎞
二
〇
〇
七
年
第
二
期
）
。
さ
ら
に
、
朱
鴻
林
氏
は
、
隆
慶

　
期
の
高
洪
の
政
治
的
地
位
を
論
じ
る
に
当
た
っ
て
、
彼
が
藩
王
時
代
か
ら
穆
宗
即

　
位
後
に
到
る
ま
で
、
五
宗
の
進
講
に
侍
し
て
い
た
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
（
「
高

　
換
与
明
穆
宗
的
経
麺
講
読
初
探
」
胴
中
國
史
研
究
㎞
二
〇
〇
九
年
第
一
期
）
。

⑤
正
徳
『
明
墨
跡
』
巻
五
〇
纏
部
「
纒
莚
」
の
項
に
、
「
國
初
、
経
声
声
定
日
、

　
或
令
文
學
侍
從
之
臣
講
説
、
亦
無
定
所
。
正
統
初
、
始
著
爲
儀
、
累
朝
因
之
。
扁

　
と
あ
る
。

⑥
経
莚
の
実
施
が
明
代
の
君
臣
関
係
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も

　
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
。
楊
業
進
氏
は
、
池
殿
の
実
施
に
よ
っ
て
帝
王
と
「
儒
士

　
階
級
」
の
関
係
が
、
「
受
覇
者
」
一
「
導
師
」
の
関
係
に
調
整
さ
れ
る
こ
と
で
、

　
君
権
の
膨
張
が
抑
制
さ
れ
、
ま
た
皇
帝
の
導
師
の
地
位
を
得
た
内
閣
の
地
位
の
安

　
定
を
も
た
ら
し
た
、
と
説
く
（
「
明
代
経
麺
制
度
与
内
閣
扁
『
故
宮
博
物
院
院
刊
』

　
一
九
九
〇
年
二
期
）
。
楊
氏
の
指
摘
は
示
唆
に
富
む
が
、
如
何
な
る
歴
史
的
背
景

　
の
も
と
で
経
莚
制
度
の
成
立
が
う
な
が
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は

　
十
分
に
考
察
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
後
に
張
英
法
氏
も
、
経
莚
制
度
が
果
た
し

　
た
役
罰
に
つ
い
て
同
様
の
見
解
を
提
出
し
て
い
る
（
門
略
述
明
代
的
経
町
冒
講
官
」

　
『
義
解
師
範
専
学
報
（
綜
合
版
）
駈
～
九
九
五
年
第
四
期
・
「
試
論
明
代
的
経
莚
制

　
度
」
『
明
史
研
究
㎞
第
五
輯
　
～
九
九
七
年
）
。
経
籠
制
度
の
つ
い
て
論
じ
た
日
本

　
人
の
論
考
と
し
て
は
、
二
野
潜
龍
「
明
代
の
進
講
扁
（
隅
明
代
文
化
史
研
究
』
第
二

　
章
　
第
二
節
　
岡
朋
社
　
～
九
七
九
年
）
が
あ
る
が
、
正
統
・
景
泰
・
弘
治
に
制

　
定
さ
れ
た
経
鑓
儀
注
の
詳
細
を
紹
介
す
る
に
と
ど
ま
る
。
な
お
、
内
閣
制
度
形
成

　
過
程
の
研
究
に
於
い
て
、
経
莚
制
度
が
主
た
る
分
析
の
焦
点
と
な
る
こ
と
は
な
か

　
つ
た
。
杜
乃
済
槻
明
代
内
閣
覇
度
㎞
（
人
人
文
庫
　
台
湾
商
務
院
書
館
　
一
九
六

　
七
）
～
一
六
頁
・
讃
天
星
『
明
代
内
閣
政
治
蝕
（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
　
｝
九

　
九
六
）
六
五
～
六
八
頁
・
由
本
隆
義
闘
中
国
政
治
制
度
の
研
究
』
（
同
朋
舎
　
一

　
九
六
八
）
四
〇
四
～
四
〇
六
頁
等
に
簡
単
な
説
明
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
な
お
、

　
諏
氏
著
作
＝
二
八
頁
及
び
張
工
清
・
林
金
諾
噸
明
代
政
治
史
』
（
広
西
師
範
大
学

　
出
版
社
　
二
〇
〇
三
）
二
九
七
～
二
九
八
頁
で
は
、
経
莚
の
場
が
皇
帝
と
内
閤
官

　
が
対
面
す
る
機
会
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
若
干
雷
及
す
る
が
、
踏
み
込
ん
だ
考
察

　
は
為
さ
れ
て
い
な
い
。
筆
者
は
、
本
章
注
②
に
示
し
た
拙
稿
に
お
い
て
明
明
史
㎞

　
の
叙
述
が
研
究
者
の
観
点
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ

　
こ
で
は
、
『
明
史
㎏
「
職
官
士
心
」
冒
頭
の
解
説
、
及
び
「
洪
武
九
年
汰
平
門
政
事
・

　
参
知
政
事
」
よ
り
説
き
起
こ
さ
れ
る
内
閣
制
度
の
沿
革
に
つ
い
て
述
べ
る
箇
所
で

　
は
、
経
莚
制
度
の
確
立
が
内
閣
制
度
の
変
遷
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
、
や
は
り

　
侮
ら
言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

⑦
近
年
、
韓
国
の
タ
車
曳
氏
が
、
明
代
に
於
け
る
進
講
と
政
局
と
の
関
係
を
分
析

　
し
た
論
考
を
陸
続
と
発
表
し
て
い
る
。
正
統
か
ら
天
順
に
か
け
て
の
時
期
に
つ
い

　
て
は
「
正
統
・
天
順
年
間
潮
経
史
講
論
斗
ズ
。
尋
嵩
置
し
（
韓
国
岡
中
国
史
研

　
究
幅
六
一
　
二
〇
〇
九
年
）
を
著
し
て
お
り
、
正
統
期
の
進
講
は
、
英
宗
の
敏
育

　
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
し
か
し
、
氏
は
景
泰
期
の
情
勢
に

　
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
等
閑
視
し
て
お
り
、
景
泰
帝
即
位
前
後
の
情
況
を
重
視
す
る
筆

　
者
の
関
心
と
は
梢
違
す
る
。

⑧
正
徳
魍
明
澄
典
㎞
巻
五
十
及
び
萬
暦
『
明
會
典
』
巻
五
二
「
経
莚
」
の
項
は
、

　
と
も
に
「
田
講
」
に
関
す
る
記
載
を
含
ん
で
お
り
、
も
と
も
と
維
莚
と
は
日
講
を

　
含
ん
だ
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
本
稿
で
は
、
弘
治
元
年
に
経
莚
の
実
施
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を
も
と
め
た
楊
守
陳
の
言
（
咽
孝
宗
實
真
情
巻
十
　
弘
治
元
閾
正
月
庚
糠
穂
）
な

ど
に
見
え
る
「
大
経
鑓
」
「
小
経
箋
」
と
い
う
表
現
を
援
用
し
、
特
に
月
三
度
の

経
莚
を
指
す
場
合
、
大
経
莚
と
称
す
る
。
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正
統
期
進
講
の
性
格

1

宣
徳
以
前
の
皇
帝
の
修
学

　
本
章
で
は
、
正
統
初
年
に
到
っ
て
皇
帝
に
対
す
る
進
講
、
す
な
わ
ち
経
麺
が
制
度
化
さ
れ
た
契
機
に
つ
い
て
分
析
し
、
当
時
行
わ
れ
た
進
講

が
有
し
て
い
た
性
格
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
た
だ
そ
の
前
に
、
経
莚
制
度
が
創
始
さ
れ
た
結
果
生
じ
た
君
臣
関
係
の
変
容
を
明
瞭
に
す
る
た
め

に
、
宣
徳
以
前
の
諸
帝
が
、
そ
の
日
常
に
於
い
て
如
何
な
る
形
態
を
以
っ
て
修
学
し
て
い
た
の
か
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
太
祖
洪
武
帝
に
つ
い
て
は
、
左
武
一
八
年
時
点
の
帝
自
身
の
雷
よ
り
、
早
朝
よ
り
始
ま
る
朝
儀
か
ら
退
い
て
も
、
な
お
昼
か
ら
日
暮
れ
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
問
に
政
務
の
決
裁
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
が
え
る
。
ま
た
、
永
樂
帝
も
、
朝
儀
よ
り
退
い
た
後
も
、
四
方
か
ら
の
報
告
に
逐
一
目
を
と

お
し
て
決
裁
し
て
い
た
、
と
自
ら
述
べ
て
い
る
。
顔
弓
帝
は
、
北
京
に
在
っ
た
時
に
も
、
朝
儀
で
の
儀
礼
が
行
な
わ
れ
た
後
に
便
殿
に
て
政
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

報
告
を
受
け
る
体
制
を
整
え
て
い
る
。
永
樂
帝
の
後
を
継
い
だ
仁
宗
・
国
選
は
、
朝
儀
よ
り
退
い
た
後
、
政
務
の
処
理
を
遂
行
し
て
い
た
ら
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

く
、
重
臣
に
よ
る
意
見
具
申
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
史
料
が
遺
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
宣
徳
以
前
の
諸
帝
に
つ
い
て
は
、
早
朝
か
ら
行
わ
れ
た
朝
儀
の
後
も
政
務
の
処
理
に
勤
し
ん
で
い
た
こ
と
を
窺
が
う
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
で
は
　
こ
の
よ
う
な
日
常
の
中
、
宣
徳
以
前
の
諸
帝
は
修
学
の
機
会
を
如
何
に
確
保
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
『
明
會
典
』
に
拠
れ
ば
、
国
初
以
来
、
皇
帝
の
進
講
は
、
日
程
・
場
所
に
つ
い
て
特
に
規
定
は
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
正
統
以
前
、
例
え
ば
、
太
宗
・
孟
宗
は
、
宮
中
に
於
い
て
処
置
す
べ
き
事
案
が
な
け
れ
ば
読
書
を
為
し
て
い
た
、
と
い
う
言
辞
を
遺
し
て
い

⑤る
。
つ
ま
り
、
視
朝
の
後
、
彼
等
が
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
空
間
に
退
い
た
時
に
、
読
書
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
超
文
・
洪
煕
・
宣
徳
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に
至
っ
て
は
、
読
書
を
行
な
う
場
所
を
わ
ざ
わ
ざ
新
し
く
設
け
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
場
所
は
い
ず
れ
も
外
廷
よ
り
隔
て
ら
れ
た
空
間
だ

　
⑥つ

た
。
か
か
る
事
実
は
、
宣
徳
以
前
、
皇
帝
の
修
学
は
、
私
的
な
空
間
に
於
い
て
任
意
に
読
書
を
行
な
う
に
ま
か
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語

る
。　

ま
た
、
太
祖
・
宣
宗
に
つ
い
て
は
、
時
に
臣
僚
か
ら
の
進
講
を
受
け
て
い
た
事
実
を
㎎
感
電
』
に
確
認
で
き
る
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
於
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

も
、
わ
ざ
わ
ざ
奥
書
に
命
じ
た
上
で
進
講
を
執
り
行
わ
せ
た
、
と
伝
え
る
記
事
も
遺
さ
れ
て
お
り
、
進
講
は
あ
く
ま
で
皇
帝
の
そ
の
時
々
の
意

向
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
開
国
以
来
、
宣
徳
以
前
ま
で
の
間
、
皇
帝
が
臣
僚
に
よ
る
教
導
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
各
誌
の
学

問
・
修
養
は
、
あ
く
ま
で
皇
帝
の
個
人
的
営
み
の
領
域
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
一
方
、
当
該
時
期
に
、
絶
え
ず
試
み
ら
れ
て
き
た
の
が
、
皇
位
継
承
を
予
定
さ
れ
た
人
物
に
対
す
る
進
講
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
洪
武
初
年
、
大
本
堂
な
る
場
所
が
設
け
ら
れ
、
皇
太
子
が
諸
王
と
と
も
に
教
導
を
蒙
っ
て
い
た
。
後
に
皇
太
子
食
毒
が
麗
ず
る
と
、
皇
太
孫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

一
後
の
建
文
帝
一
に
対
す
る
進
講
の
体
制
が
間
も
無
く
整
え
ら
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
永
樂
帝
の
時
代
に
な
る
と
、
皇
位
継
承
予
定
者
に
対
す
る
進
講
の
有
り
様
は
よ
り
整
備
さ
れ
て
い
く
。
皇
太
子
　
　
後
の
仁
宗
　
　
に
つ
い

て
は
、
永
樂
二
年
に
、
皇
太
子
に
対
す
る
進
講
の
次
第
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
時
、
翰
林
宮
二
員
が
日
々
春
曇
・
司
経
局
の
官
員
と
と
も
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

文
華
殿
に
て
進
講
を
行
な
う
、
と
い
う
儀
注
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
五
年
四
月
に
は
、
皇
太
孫
　
　
後
の
宣
宗
一
の
出
閤
就
学
が

　
　
　
　
⑪

行
な
わ
れ
る
。
六
年
＝
月
に
な
る
と
太
子
三
公
・
麿
墨
黒
・
童
坊
な
ど
東
宮
官
を
兼
ね
て
い
た
臣
事
た
ち
に
皇
太
孫
の
補
導
が
命
じ
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
時
の
勅
諭
に
は
「
…
…
故
有
聰
明
純
一
之
資
、
必
有
詩
書
避
雷
之
敏
、
所
以
充
其
徳
性
三
論
其
無
識
也
。
」
と
い
っ
た
文
言
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

見
え
、
皇
太
孫
に
対
す
る
進
講
の
充
実
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
と
推
察
で
き
る
。

　
続
く
仁
摩
の
治
世
は
、
わ
ず
か
一
年
弱
で
終
わ
る
た
め
、
実
施
に
到
ら
な
か
っ
た
可
能
性
も
高
い
が
、
皇
太
子
と
さ
れ
た
宣
宗
に
対
す
る
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

講
の
準
備
が
進
め
ら
れ
、
そ
れ
に
与
る
人
員
の
選
定
も
進
め
ら
れ
て
い
た
。
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あ
る
い
は
、
皇
位
継
承
者
決
定
に
際
し
て
一
定
の
混
乱
を
と
も
な
っ
た
若
江
か
ら
宣
徳
に
か
け
て
の
時
期
に
あ
っ
て
、
右
の
よ
う
な
措
置
が

行
な
わ
れ
た
背
景
に
、
皇
位
を
継
ぐ
べ
き
者
が
誰
で
あ
る
の
か
明
示
す
る
と
い
う
企
図
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
右
に

看
て
き
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
廷
臣
に
よ
る
教
導
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
君
主
見
習
い
の
立
場
に
在
る
皇
位
継
承
以
前
の

皇
太
子
ま
た
は
皇
太
孫
だ
っ
た
。

　
か
か
る
伝
統
を
踏
ま
え
て
、
出
生
後
間
も
無
く
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
与
奪
の
長
子
霊
場
鎭
、
す
な
わ
ち
英
宗
に
対
し
て
も
、
皇
太
子
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
教
導
の
体
制
を
整
え
ら
れ
、
そ
の
資
質
の
酒
男
が
は
か
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
ま
し
て
や
、
そ
の
出
生
時
に
父
が
す
で
に
皇
帝
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
皇
位
継
承
の
可
能
性
が
あ
っ
た
彼
の
教
育
は
お
ろ
そ
か
に
で
き
ぬ
問
題
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

2

英
宗
の
即
位
と
進
講
の
開
始

74　（530）

　
沼
江
は
も
と
も
と
英
宗
が
八
歳
に
な
っ
た
宣
徳
一
〇
年
に
、
「
内
外
侍
従
」
の
教
導
の
も
と
で
の
読
書
を
始
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
英

宗
即
位
後
、
内
閣
に
在
っ
た
楊
士
奇
が
英
宗
即
位
後
に
進
講
の
開
始
を
求
め
た
上
言
に
拠
れ
ば
、
豊
潤
は
宣
徳
九
年
一
〇
月
、
翌
年
春
に
朱
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

鎭
を
文
華
殿
に
出
で
さ
せ
読
書
を
さ
せ
る
ゆ
え
、
そ
れ
に
当
た
る
人
員
の
選
定
を
行
な
う
よ
う
、
楊
士
奇
に
指
示
し
て
い
た
、
と
い
う
。
ま
た
、

こ
の
宣
徳
九
年
の
三
月
に
は
、
朱
祁
鎭
は
初
め
て
文
華
殿
で
朝
見
を
受
け
て
お
り
、
宣
宗
は
群
臣
に
皇
太
子
に
対
す
る
補
導
を
期
待
す
る
旨
を

　
　
　
　
⑰

述
べ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
し
か
し
、
宣
徳
～
○
年
正
月
、
英
宗
の
出
閤
を
待
た
ず
し
て
、
宣
宗
は
突
然
世
を
去
る
。

　
結
果
、
当
時
わ
ず
か
九
歳
だ
っ
た
朱
祁
鎭
が
、
廷
臣
に
よ
る
教
導
を
う
け
ぬ
ま
ま
即
位
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
朝
は
こ
の
と
き
初
め
て
幼

帝
即
位
と
い
う
事
態
を
経
験
す
る
。
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
動
揺
の
ほ
ど
は
、
通
論
即
位
を
め
ぐ
っ
て
一
時
「
浮
議
」
が
持
ち
上
が
っ
た
、
と
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

え
る
史
料
が
遺
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
結
局
、
英
宗
は
即
位
を
果
た
す
が
、
彼
に
政
務
を
処
理
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
家
國
重
量
」
は
太
皇
太
盾
・
皇
太
后
に



明代内閣職掌形成過程の研究（高橋）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

上
申
し
た
上
で
施
行
す
べ
し
、
と
宣
宗
は
遺
言
し
た
。
仁
宗
の
皇
后
で
あ
っ
た
張
太
皇
太
后
に
つ
い
て
は
、
子
の
誓
書
の
時
代
よ
り
、
「
軍
國

大
政
」
は
必
ず
彼
女
の
命
を
受
け
て
か
ら
施
行
さ
れ
た
、
と
伝
え
ら
れ
る
。
彼
女
は
、
明
朝
が
幼
帝
即
位
と
い
う
事
態
に
直
面
し
た
こ
と
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
お
政
事
の
決
裁
に
一
定
の
影
響
力
を
行
使
す
る
立
場
に
居
り
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
皇
帝
と
し
て
即
位
し
た
は
ず
の
英
宗
に
対
し
て
は
、
所
期
の
よ
う
に
進
講
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
二
面
が
そ
の
崩
御
の
二
ヶ
月
前
に
、
垂
領
奇
に
進
講
開
始
に
向
け
て
の
人
選
を
行
な
う
よ
う
指
示
を
下
し
て
い
た
こ
と
は
先
述
し
た
。
楊
士

奇
等
は
か
か
る
宣
宗
の
意
志
に
従
い
、
英
宗
即
位
後
に
進
講
の
実
施
を
求
め
る
が
、
先
に
看
た
よ
う
に
宣
徳
以
前
に
は
、
皇
帝
の
進
講
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

て
具
体
的
な
規
定
は
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
た
め
に
楊
士
奇
は
皇
帝
の
進
講
と
し
て
相
応
の
儀
礼
を
整
え
る
べ
き
こ
と
を
上
申
し
て
い
る
。
結

果
と
し
て
正
統
元
年
二
月
に
禮
部
尚
書
胡
漫
よ
り
「
経
莚
儀
注
」
が
た
て
ま
つ
ら
れ
、
内
閣
に
在
っ
た
楊
士
奇
・
楊
榮
・
翠
煙
が
同
仁
維
莚
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
任
じ
ら
れ
、
翰
林
院
・
春
坊
に
所
属
す
る
官
員
た
ち
が
「
分
立
侍
講
」
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
時
上
呈
さ
れ
た
儀
注
に
よ
っ
て
、
月
三
度
、
二
日
・
＝
一
日
・
二
二
日
に
、
九
卿
大
臣
た
ち
が
列
席
す
る
大
経
麺
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
大
経
莚
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
文
華
殿
に
講
案
が
設
け
ら
れ
、
東
側
に
経
を
、
西
側
に
書
を
置
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
講
宮
が
一
篇
を
講
義

す
る
。
早
朝
を
終
え
た
後
に
皇
帝
が
文
華
殿
に
赴
く
と
、
大
臣
た
ち
が
丹
道
上
に
居
並
び
、
五
拝
三
叩
頭
を
行
う
。
そ
の
後
に
帝
の
前
で
書
物

が
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
な
ど
儀
礼
は
進
み
、
「
東
班
」
よ
り
千
官
が
出
で
て
経
を
講
じ
、
さ
ら
に
「
西
班
」
よ
り
講
官
が
出
で
て
書
を
講
じ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
ら
一
連
の
儀
礼
の
後
、
帝
は
宮
申
へ
も
ど
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
大
経
莚
は
一
定
の
儀
式
化
を
と
も
な
っ
て
い
た
。
大
維

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

莚
で
は
、
と
も
に
講
義
を
聴
く
こ
と
で
、
君
臣
の
一
体
感
を
醸
成
す
る
こ
と
も
、
重
要
な
眼
目
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
一
方
で
、
毎
日
行
な
わ
れ
る
日
講
で
は
、
侍
衛
な
ど
を
用
い
ず
、
侍
班
・
講
盛
冬
が
入
幽
し
て
分
立
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
信
書
を
始
め
た
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
あ
る
か
ら
、
皇
帝
の
学
習
の
機
会
と
し
て
実
質
を
備
え
て
い
た
の
は
日
算
で
あ
ろ
う
。
日
講
で
は
、
同
知
経
最
古
と
さ
れ
た
三
楊
と
、
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
「
維
麺
官
」
に
任
じ
ら
れ
た
翰
林
院
官
た
ち
が
日
々
進
講
の
場
に
侍
従
す
る
こ
と
と
な
っ
た
、
と
い
う
。

　
さ
ら
に
、
進
講
の
際
に
は
、
事
前
に
楽
章
が
講
義
内
容
を
内
閣
官
に
提
出
し
て
、
そ
の
査
閲
を
蒙
っ
て
お
り
、
日
々
の
講
章
は
内
閣
に
保
管
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㊧

さ
れ
て
い
た
。

　
稲
莚
が
始
ま
っ
た
時
、
永
樂
以
来
の
元
勲
で
あ
っ
た
英
國
公
張
輔
が
知
経
莚
事
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
彼
が
進
講
内
容
の
査
閲
な
ど
に
加
わ
っ

た
と
い
う
よ
う
な
事
蹟
は
、
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。
勲
臣
が
つ
く
器
量
判
事
は
、
名
誉
職
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、

大
経
麺
に
は
九
卿
堂
上
も
参
加
し
て
い
る
が
、
噸
實
録
』
『
會
典
』
な
ど
に
見
え
る
経
回
儀
注
を
見
る
限
り
、
彼
ら
は
た
だ
「
贈
進
」
し
、
講
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
内
容
を
拝
聴
す
る
以
外
に
特
別
な
役
割
は
担
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
経
腸
に
於
い
て
中
心
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
内
閣
官
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
英
宗
は
、
即
位
当
初
か
ら
早
朝
よ
り
奉
天
門
で
行
な
わ
れ
る
朝
儀
に
赴
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
日
々
の
進
講
は
午
後
に
行
わ
れ
て
い

た
と
見
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
宣
徳
以
前
の
諸
帝
が
視
朝
の
後
も
政
務
処
理
に
励
ん
で
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
言
及
し
た
が
、
ま
だ
幼
年
で

あ
っ
た
英
宗
に
つ
い
て
は
、
午
後
は
政
務
よ
り
も
就
学
を
優
先
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
始
め
ら
れ
た
正
統
期
の
繧
莚
の
性
質
を
、
如
何
に
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
宣
徳
以
前
、
毎
日
の
進
講
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

施
を
定
め
た
先
例
を
も
と
め
れ
ば
、
永
樂
初
年
に
定
め
ら
れ
た
東
宮
進
講
の
次
第
が
ま
ず
念
頭
に
浮
か
ぶ
で
あ
ろ
う
。
英
宗
の
日
講
は
、
文
華

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

殿
で
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
洪
武
・
永
樂
期
、
文
華
殿
と
呼
ば
れ
る
建
物
は
、
皇
太
子
が
悪
事
・
就
学
を
行
な
う
場
所
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
。
文
華
殿
と
い
う
場
所
は
、
皇
太
子
が
御
す
べ
き
場
所
と
い
う
印
象
が
強
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
正
統
以
来
、
毎
日
の
進
講
が
終
わ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

後
、
講
官
に
酒
盛
を
勧
め
る
礼
が
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
も
と
も
と
東
宮
が
師
傅
に
対
し
て
行
な
う
礼
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。

そ
も
そ
も
、
英
宗
に
対
す
る
進
講
は
、
宣
宗
が
崩
御
の
前
に
、
皇
太
子
で
あ
っ
た
英
宗
の
出
閤
就
学
を
指
示
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
た
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
経
鑓
の
儀
式
次
第
は
、
前
代
の
東
宮
進
講
を
参
考
し
た
上
で
定
め
ら
れ
た
、
と
想
像
す
る
こ
と
は
難
く
な
い
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
正
統
期
経
莚
が
、
宣
五
平
に
皇
太
子
の
敏
育
の
た
め
に
準
備
さ
れ
て
い
た
方
針
に
沿
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
に
参

与
し
た
人
員
の
顔
ぶ
れ
か
ら
も
窺
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
宣
徳
年
間
、
科
暴
は
、
二
年
科
・
五
年
科
・
八
年
科
の
計
三
回
行
な
わ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
科
墨
に
合
格
し
た
人
間
た
ち
を
対
象
と
し
て
断

76　（532）
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続
的
に
庶
吉
士
が
選
抜
さ
れ
た
。
庶
吉
士
と
さ
れ
た
人
材
は
翰
林
院
に
送
ら
れ
、
そ
こ
で
宮
廷
蔵
書
を
用
い
た
広
範
な
読
書
を
課
さ
れ
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

知
見
の
酒
毒
が
は
か
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
五
年
三
月
、
大
毒
士
楊
士
奇
・
楊
榮
・
金
幼
孜
に
命
じ
て
、
そ
の
年
の
新
進
士
か
ら
選
抜

が
行
わ
れ
、
庶
吉
士
と
さ
れ
た
人
材
は
翰
林
院
に
送
ら
れ
た
。
次
に
、
八
年
三
月
に
、
楊
士
奇
・
楊
榮
と
禮
部
尚
書
君
王
に
指
示
が
下
さ
れ
、

そ
の
年
の
進
士
と
副
傍
暴
人
よ
り
選
抜
さ
れ
た
「
秀
敏
」
な
る
者
が
、
や
は
り
庶
吉
士
と
さ
れ
翰
林
院
に
送
ら
れ
る
。
同
年
一
一
月
、
三
士

奇
・
楊
榮
・
胡
淡
と
吏
部
尚
書
鰹
義
・
郭
様
に
命
じ
て
、
前
科
進
士
よ
り
「
文
學
之
優
者
」
が
選
抜
さ
れ
る
。
最
終
的
に
は
、
九
年
八
月
に
翰

林
官
に
任
用
さ
れ
て
い
た
宣
徳
三
科
の
第
一
甲
進
士
等
と
庶
吉
士
あ
わ
せ
て
三
七
名
が
、
文
淵
閣
で
さ
ら
な
る
修
養
を
積
む
こ
と
と
さ
れ
た
。

　
こ
の
～
連
の
人
材
選
抜
の
目
的
に
つ
い
て
、
『
宣
宗
實
録
』
に
明
確
な
説
明
は
な
い
。
た
だ
、
宣
徳
九
年
八
月
に
庶
吉
士
の
列
に
加
わ
っ
た

薫
鎌
の
伝
記
は
、
進
士
か
ら
の
人
材
選
抜
が
「
宮
古
」
の
確
保
を
目
的
と
し
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
。
さ
ら
に
、
宣
徳
二
年
科
状
元
で

翰
林
修
撰
を
得
て
い
た
馬
身
の
伝
記
は
、
皇
太
子
が
立
て
ら
れ
た
際
、
「
臣
厩
」
を
得
る
た
め
に
人
材
選
抜
が
行
な
わ
れ
、
「
諸
葛
孔
明
可
與
典

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

禮
樂
」
論
を
以
っ
て
彼
が
試
験
さ
れ
た
、
と
記
す
。
こ
れ
ら
の
史
料
を
踏
ま
え
れ
ば
、
宣
徳
期
の
庶
吉
士
選
抜
は
東
宮
宮
僚
と
な
る
べ
き
人
材

を
選
定
す
る
た
め
に
行
な
わ
れ
た
、
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
、
彼
等
が
受
け
た
試
験
の
命
題
は
、
劉
備
に
後
事
を
託
さ
れ
た
孔

明
の
故
事
を
想
起
さ
せ
る
。
皇
位
継
承
者
を
補
佐
で
き
る
人
材
を
得
よ
う
と
す
る
意
志
を
、
そ
の
出
題
の
背
景
に
窺
が
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
英
宗
の
進
講
が
始
ま
る
と
、
こ
の
文
淵
閣
進
學
を
指
示
さ
れ
た
人
材
の
中
か
ら
、
ま
ず
翰
林
院
修
撰
馬
愉
・
曹
蕪
が
経
義
官
と
さ
れ
、
日
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
進
講
に
侍
す
人
員
の
中
に
加
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
英
学
即
位
後
に
、
彼
等
の
中
か
ら
＝
一
人
が
、
「
直
面
の
遺
す
所
の
才
俊
」
と
し
て
翰
林

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

院
編
修
・
検
討
に
採
用
さ
れ
た
。
彼
等
の
一
部
は
、
剰
員
整
理
の
影
響
を
受
け
、
正
統
四
年
に
帰
郷
さ
せ
ら
れ
た
が
、
六
年
三
月
に
な
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

同
知
経
芸
事
を
つ
と
め
て
い
た
二
士
吾
等
の
要
請
に
よ
り
、
翰
林
院
へ
の
復
帰
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
八
年
八
月
、
か
つ
て
文
淵
閣
に
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

学
し
て
い
た
人
材
の
中
か
ら
、
編
修
如
意
・
槍
討
王
振
・
李
紹
・
何
壇
が
経
鑓
官
と
し
て
任
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
宣
始
期
に
皇
太
子
の
吾
桑
と
な
る
べ
く
養
成
さ
れ
て
い
た
人
材
が
、
維
麺
に
参
与
さ
せ
ら
れ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
経
回
に

参
与
す
る
人
員
補
充
に
つ
い
て
み
た
場
合
、
宣
徳
期
に
進
め
ら
れ
た
東
宮
宮
僚
育
成
策
の
成
果
が
、
正
統
期
経
麺
へ
継
承
さ
れ
て
い
た
と
言
え
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る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
正
統
初
年
に
実
施
さ
れ
た
英
宗
に
対
す
る
進
講
は
、

策
の
延
長
に
在
っ
た
と
見
な
せ
る
だ
ろ
う
。

宣
徳
期
に
準
備
さ
れ
て
い
た
皇
太
子
教
導
に
向
け
た
施
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英
宗
即
位
と
と
も
に
、
初
め
て
皇
帝
が
定
期
的
に
進
講
を
受
け
る
と
い
う
体
制
が
現
出
し
、
内
閣
官
は
進
講
の
場
に
参
与
す
る
の
み
な
ら
ず
、

進
講
内
容
の
選
定
を
も
管
掌
す
る
立
場
を
得
る
に
到
っ
た
。
確
か
に
、
経
莚
を
行
な
う
こ
と
で
、
皇
帝
が
臣
僚
の
教
導
の
対
象
と
さ
れ
た
と
い

う
、
君
臣
関
係
の
変
容
を
こ
こ
に
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
は
雷
え
、
こ
の
時
点
で
は
、
経
莚
の
実
施
は
、
幼
帝
即
位
と
い
う
事

態
に
対
応
す
る
た
め
に
実
施
が
試
み
ら
れ
た
、
い
わ
ば
臨
時
性
を
帯
び
た
政
策
で
あ
っ
た
、
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
皇
帝
が
、
そ
の
年
齢
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
臣
僚
の
教
導
を
受
け
る
と
い
う
体
制
が
現
出
す
る
た
め
に
は
、
明
朝
は
さ
ら
な
る
激
動
を
経
験
せ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

①
『
太
祖
實
録
㎞
巻
～
七
三
煎
豆
十
篠
懸
五
月
戊
寅
條
に
、
「
上
高
侍
臣
日
「
朕

　
夙
興
視
朝
、
日
高
始
退
。
至
午
復
出
、
迫
暮
乃
罷
。
日
閥
所
決
事
務
、
恒
黙
坐
審

　
思
、
有
未
當
者
、
錐
申
急
撃
療
、
深
慮
得
常
、
然
後
就
寝
。
」
…
…
扁
と
あ
る
。

②
糊
太
宗
賞
録
㎞
巻
五
〇
永
樂
四
年
正
月
丙
辰
條
は
、
「
…
…
朝
退
、
未
嘗
頼
入

　
宮
中
、
並
並
四
方
奏
腰
一
一
省
覧
。
田
中
細
革
及
水
旱
等
事
、
即
付
所
司
施
行
。

　
宮
中
事
思
様
、
須
侯
外
朝
事
畢
、
方
與
庭
置
。
問
暇
引
取
経
史
製
材
、
未
嘗
敢
自

　
暇
逸
、
…
…
」
と
い
う
永
樂
帝
の
言
葉
を
載
せ
る
。
ま
た
、
同
書
巻
九
七
　
永
樂

　
七
年
十
月
乙
卯
條
に
拠
れ
ば
、
こ
の
蒔
行
在
禮
部
尚
轡
趙
狙
に
命
じ
て
、
北
京
で

　
の
冬
季
に
於
け
る
奏
事
の
方
法
に
つ
い
て
斜
酌
さ
せ
て
い
る
。
結
果
、
奉
天
門
で

　
の
儀
礼
の
後
、
「
駕
興
御
右
順
門
内
便
殿
、
百
官
有
事
奏
者
縛
帯
爲
奏
、
無
事
者

　
退
治
職
務
、
…
…
」
と
い
う
方
法
が
一
一
月
よ
り
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

③
仁
宗
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
、
楊
潮
脚
文
敏
集
㎞
附
録
「
少
師
工
部
尚
轡
兼
謹
身

　
殿
大
翼
下
贈
特
進
光
禄
大
夫
養
母
國
立
師
謹
文
敏
楊
公
行
實
」
が
、
「
毎
朝
退
、

　
仁
宗
皇
帝
還
宮
、
遇
有
機
務
須
計
議
者
、
必
親
御
翰
墨
書
目
姓
名
、
瀬
田
御
賓
或

　
置
戸
押
封
縄
規
猫
…
。
公
條
封
詳
悉
、
皆
如
聖
意
。
」
と
伝
え
る
。
皇
宗
に
つ
い
て

　
は
、
夏
原
吉
柵
忠
靖
集
㎞
付
録
「
夏
忠
靖
公
遺
事
」
に
、
「
…
…
朝
退
之
暇
、
不

　
時
猫
召
公
、
羅
切
顧
問
、
鰭
袖
中
出
小
帖
子
、
引
付
葉
手
、
公
園
或
有
所
呈
於
上
。

　
凡
中
外
所
進
章
疏
、
專
命
公
認
答
。
或
批
未
及
、
命
携
出
。
趣
旨
、
許
用
小
票
墨

　
書
帖
各
疏
面
以
進
、
中
墨
紅
書
批
出
。
或
未
批
、
多
命
公
傳
三
二
分
。
」
と
い
う

　
記
載
が
あ
る
。

④
讐
は
じ
め
に
」
注
⑤
に
引
く
史
料
を
参
照
の
こ
と
。

⑤
『
太
宗
實
録
』
巻
六
〇
永
樂
四
年
十
月
丁
亥
條
は
、
永
樂
帝
が
侍
臣
に
語
っ

　
た
、
「
朕
視
朝
罷
、
宮
中
無
塩
、
亦
恒
淫
書
、
声
望
啓
沃
。
…
…
漏
と
い
う
言
葉

　
を
収
め
る
。
ま
た
、
『
宣
宗
實
録
㎞
巻
一
〇
一
　
宣
徳
八
年
四
月
丁
亥
條
は
、
宣
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宗
が
藩
士
奇
・
楊
榮
に
下
し
た
、
「
朕
在
宮
中
無
事
、
時
蕃
語
野
趣
、
則
賦
一
詩

　
自
適
。
不
然
、
則
取
書
籍
玩
味
、
亦
得
胸
次
開
酪
。
故
所
在
皆
置
書
籍
及
楮
筆
之

　
類
。
今
修
葺
讃
寒
・
清
暑
二
殿
及
西
貌
島
、
於
各
行
江
蘇
書
籍
。
卿
一
一
入
可
於
館

　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
門
中
揮
能
書
者
数
十
年
、
取
五
経
・
四
書
及
説
苑
之
類
、
毎
書
各
録
激
本
分
貯
其

　
中
、
以
尊
覧
閲
。
」
と
い
う
指
示
を
伝
え
る
。

⑥
建
文
金
は
、
建
文
元
年
七
月
に
、
省
躬
殿
を
設
け
て
い
る
が
（
㎎
二
割
』
巻
一

　
一
　
建
文
元
年
七
月
辛
卯
條
）
、
方
孝
播
の
「
…
…
復
於
乾
清
・
坤
寧
南
北
二
宮

　
間
爲
退
朝
燕
慮
之
殿
、
澄
古
書
・
聖
訓
於
其
中
、
沈
欝
静
思
、
名
義
日
省
躬
。
」

　
と
い
う
言
よ
り
、
皇
帝
が
読
瞥
を
行
な
う
場
所
と
し
て
宮
中
に
置
か
れ
た
こ
と
が

　
わ
か
る
（
噸
遜
志
齋
集
㎞
巻
七
「
省
躬
殿
銘
扁
）
。
仁
宗
は
、
楊
士
奇
等
に
対
し
て

　
「
卿
等
各
有
職
務
、
朕
墨
髭
得
學
行
端
謹
老
儒
数
人
、
日
侍
燕
問
備
顧
問
、
可
沓

　
訪
以
聞
。
」
と
述
べ
、
累
累
門
の
側
に
弘
文
闇
を
設
置
し
、
翰
林
釜
中
楊
博
等
を

　
配
置
し
た
（
『
仁
宗
實
二
幅
巻
六
上
　
洪
熈
元
年
正
月
已
下
條
）
。
楊
面
目
は
、
こ

　
の
弘
文
閣
に
つ
い
て
「
以
儲
経
籍
、
備
訪
問
」
と
伝
え
る
（
隅
梅
里
文
集
㎞
巻
一

　
四
「
故
翰
林
検
討
陳
君
墓
碑
銘
」
）
。
弘
文
閤
は
仁
宗
の
読
書
の
場
所
で
も
あ
っ
た

　
の
だ
ろ
う
。
思
善
門
は
武
英
殿
の
東
北
に
在
っ
た
が
（
孫
承
澤
喝
言
明
夢
絵
録
㎞

　
巻
六
「
古
癖
」
）
、
弘
文
悶
は
、
「
最
爲
華
近
、
他
人
莫
得
至
焉
」
と
い
う
場
所
で

　
あ
っ
た
と
い
う
（
王
直
門
抑
庵
文
後
事
㎞
百
八
「
贈
陳
嗣
初
謝
病
臨
姑
蘇
序
」
）
。

　
宣
宗
が
、
各
所
に
読
書
を
為
せ
る
場
所
を
確
保
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら

　
に
太
液
池
内
の
廣
寒
・
暴
悪
殿
・
墨
壷
島
に
も
害
籍
を
置
こ
う
と
し
て
い
た
こ
と

　
に
つ
い
て
は
、
前
注
に
引
く
『
宣
宗
實
録
』
の
記
事
を
参
照
の
こ
と
。

⑦
槻
太
祖
實
録
㎞
に
は
、
洪
武
帝
が
華
蓋
殿
に
御
し
た
際
に
、
文
淵
閣
大
學
士
朱

　
善
に
命
じ
て
『
儒
学
』
を
講
じ
さ
せ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
（
巻
一
七
五
　
洪
武

　
十
八
年
九
月
庚
午
條
）
。
ま
た
、
『
宣
宗
費
録
腕
に
は
、
視
朝
よ
り
退
い
た
後
に
便

　
殿
に
御
し
て
「
翰
林
儒
臣
」
に
命
じ
て
『
大
學
』
を
進
講
さ
せ
た
、
と
い
う
記
事

　
が
採
録
さ
れ
て
い
る
（
巻
七
七
　
宣
徳
六
年
三
月
丙
寅
條
）
。

⑧
『
太
祖
實
録
』
巻
三
六
上
洪
武
元
年
十
～
月
辛
丑
條
に
門
先
是
上
二
大
本
堂
、

　
取
古
今
暦
書
充
婦
中
、
延
四
方
名
儒
教
太
子
・
諸
王
、
分
皿
夜
直
、
選
才
俊
之
士

　
充
伴
讃
。
」
と
あ
る
。

⑨
朱
標
は
、
洪
武
二
五
年
四
月
に
麗
じ
（
呪
太
祖
薫
煙
㎞
巻
一
＝
七
　
洪
武
二
十
五

　
年
四
月
滝
子
條
）
、
同
年
九
月
皇
太
孫
が
洗
立
さ
れ
る
（
同
省
巻
【
＝
＝
　
九
月

　
庚
寅
條
）
。
翌
年
七
月
に
は
、
秀
才
属
吏
溶
等
に
軍
事
府
・
左
右
同
工
に
し
た
が

　
っ
て
文
華
殿
に
入
直
さ
せ
、
「
侍
講
」
さ
せ
た
こ
と
が
窺
が
え
る
（
同
書
巻
一
＝
一

　
九
　
　
二
十
六
陥
牛
七
日
月
戊
申
條
…
）
。

⑩
『
太
宗
實
録
睡
巻
三
〇
永
樂
二
年
四
月
癸
酉
條
に
、
コ
、
翰
林
院
糊
目
分
二

　
員
、
同
群
落
・
司
経
局
面
講
書
、
以
五
経
・
四
書
・
通
謀
・
大
學
術
義
・
貞
観
政

　
要
等
書
進
講
、
須
先
纂
其
事
之
始
終
、
直
上
大
義
、
輯
成
篇
章
、
進
呈
御
覧
、
然

　
後
備
文
華
殿
講
説
。
…
…
偏
と
い
う
論
叢
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

⑪
皇
太
孫
の
出
閤
就
学
は
、
『
太
宗
實
録
』
巻
六
六
廊
下
五
年
四
月
前
卯
條
に

　
見
え
、
こ
の
と
き
永
正
帝
は
太
子
少
師
挑
廣
孝
・
翰
林
院
待
詔
魯
壇
・
鄭
禮
等
に

　
皇
太
孫
の
教
導
に
つ
い
て
諭
し
て
い
る
。
ま
た
同
書
同
巻
　
同
月
甲
午
條
は
、
前

　
禮
部
儀
覇
司
郎
中
兼
右
春
磁
器
費
善
李
縫
鼎
を
右
賛
善
に
復
帰
さ
せ
、
皇
太
孫
に

　
対
す
る
「
説
書
」
の
場
に
付
き
従
う
よ
う
命
じ
た
こ
と
を
伝
え
る
。

⑫
哩
太
宗
實
霊
位
巻
八
五
永
樂
六
年
十
一
月
甲
寅
條
に
拠
る
。
な
お
、
永
樂
期

　
に
行
な
わ
れ
た
皇
太
孫
に
対
す
る
教
媒
に
つ
い
て
は
、
黄
鳥
『
愛
塊
歳
紗
㎞
巻
四

　
「
太
孫
侍
從
」
も
詳
し
い
。

⑬
洪
熈
元
年
二
月
、
仁
宗
は
大
議
論
揚
士
奇
想
に
対
し
て
東
宮
開
莚
に
つ
い
て
指

　
示
を
下
し
て
い
る
（
『
仁
宗
實
録
甑
襲
撃
上
　
洪
煕
元
年
二
月
壬
子
條
）
。
ま
た
、

　
同
月
太
子
賓
客
兼
國
子
監
祭
酒
を
以
っ
て
致
仕
し
た
胡
臓
に
対
し
て
、
仁
宗
は
皇

　
太
子
の
講
讃
に
侍
ら
せ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
旨
を
述
べ
て
い
る
（
同
書
巻
七
下

　
同
月
戊
午
條
）
。

⑭
朱
祁
鎭
は
、
宣
徳
論
年
＝
月
に
生
ま
れ
（
『
宣
宗
實
録
』
巻
三
三
宣
徳
二

　
年
十
一
月
乙
未
條
）
、
三
年
二
月
に
は
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
（
同
書
巻
三
六

　
三
年
二
月
戊
午
條
）
。
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⑬
　
『
英
宗
實
録
瞼
巻
一
は
、
「
蓋
皇
朝
列
聖
在
先
者
、
皆
生
子
溜
邸
、
惟
上
生
干
宣

　
宗
皇
帝
御
厳
後
、
天
下
附
録
、
莫
不
渡
倖
、
日
「
此
墨
取
主
遣
。
」
」
と
伝
え
る
。

⑯
楊
士
奇
「
請
開
経
莚
」
（
『
束
里
別
集
瞳
「
奏
封
録
」
）
に
、
門
去
年
十
月
内
、
宣

　
宗
皇
帝
御
荘
順
門
、
召
臣
士
奇
諭
之
田
「
明
年
春
暖
、
東
宮
出
文
華
殿
護
轡
、
凡

　
内
外
侍
從
、
倶
用
器
揮
賢
良
廉
謹
之
臣
。
」
扁
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
請
開

　
経
莚
」
は
、
『
英
宗
實
録
㎞
巻
一
四
　
正
統
元
年
二
月
丙
辰
條
に
、
三
楊
に
よ
っ

　
て
上
申
さ
れ
た
文
言
と
し
て
簡
略
化
さ
れ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
『
實
録
温
の
記

　
寮
は
、
宣
宗
が
語
っ
た
内
容
を
収
録
し
て
い
な
い
が
、
宣
宗
が
臼
蓋
奇
に
右
の
㎝
蕎

　
を
伝
え
た
の
は
、
お
そ
ら
く
崩
御
の
前
年
宣
徳
九
年
一
〇
月
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

⑰
蟹
旦
宗
實
録
㎞
巻
　
〇
九
宣
徳
九
年
三
月
血
糊
條
及
び
已
卯
條
。

⑱
野
瀬
が
不
豫
に
お
ち
い
っ
た
記
事
は
、
『
宣
宗
實
録
㎞
巻
＝
国
宣
徳
九
年

　
十
二
月
甲
子
（
二
一
日
）
條
に
晃
え
る
。
そ
の
わ
ず
か
二
日
前
に
あ
た
る
壬
戌

　
（
一
九
日
）
條
に
は
、
宣
宗
は
軍
士
二
等
を
召
し
て
「
御
轡
洪
範
篇
及
御
製
序

　
弓
偏
を
示
し
、
不
適
岩
な
部
分
が
あ
れ
ば
指
摘
せ
よ
、
と
指
示
し
た
こ
と
が
記
さ

　
れ
て
お
り
、
宣
宗
の
崩
御
が
如
侮
に
唐
突
な
事
態
で
あ
っ
た
の
か
看
取
で
き
る
。

　
な
お
、
宣
宗
の
崩
御
は
同
書
同
巻
十
年
正
月
乙
亥
（
三
臼
）
條
に
見
え
る
。

⑲
下
膨
編
・
楊
思
発
補
編
『
算
師
楊
文
豊
隆
年
譜
地
の
宣
徳
十
年
の
條
は
、
「
正

　
月
三
日
、
宣
宗
皇
帝
上
下
、
隠
皇
太
子
方
翠
蔓
、
浮
議
籍
籍
。
」
と
記
し
、
楊
士

　
奇
が
「
内
」
に
入
っ
て
突
忙
し
終
わ
っ
た
後
、
皇
太
子
に
ま
み
え
万
歳
を
叫
ん
だ

　
と
こ
ろ
、
英
國
公
張
輔
等
群
臣
も
こ
れ
に
続
き
、
「
浮
議
」
は
止
ん
だ
と
伝
え
る
。

⑳
　
『
宣
宗
實
録
』
巻
一
一
五
　
宣
二
十
年
正
月
乙
亥
條
に
、
「
嗣
君
年
幼
、
惟
望
聖

　
目
盛
太
盾
朝
夕
敏
訓
、
爾
文
武
大
臣
盤
心
輔
導
、
家
野
卑
務
、
必
須
上
稟
皇
太

　
后
・
皇
后
、
然
出
行
。
」
と
あ
る
。

⑳
　
『
正
宗
寳
録
隔
巻
三
六
　
宣
徳
三
年
二
月
丁
卯
條
に
、
「
皇
太
后
慈
仁
隆
至
、
毎

　
見
上
則
賭
事
、
從
容
訥
及
政
事
及
所
平
決
。
上
敷
陳
明
達
、
皇
野
薄
喜
動
顔
色
。

　
義
軍
國
大
政
必
稟
命
而
行
。
…
…
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
宣
宗
の
代
よ
り
、
彼

　
女
が
政
纂
に
つ
い
て
聞
知
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
。
張
氏
の
政
治
的
地
位
に
つ

　
い
て
は
、
葡
田
尚
美
「
明
朝
の
皇
位
継
承
と
皇
太
厨
－
誠
孝
皇
后
長
氏
を
例
に

　
一
」
（
『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
　
史
学
㎏
九
　
二
〇
　

　
○
年
）
に
詳
し
い
。
張
太
皇
太
后
が
正
統
期
に
、
如
何
な
る
か
た
ち
で
政
治
に
影

響
力
を
及
ぼ
し
た
の
か
、
詳
ら
か
に
伝
え
る
史
料
は
多
く
は
な
い
。
た
だ
、
当
時

　
吏
部
主
事
だ
っ
た
申
事
は
、
門
雑
録
」
（
『
古
穣
集
』
巻
二
八
）
に
、
「
正
統
初
、
有

　
詔
「
凡
事
白
於
太
后
、
然
血
行
。
」
太
盾
命
付
靴
下
議
決
、
土
岐
王
壷
錐
欲
專
而

　
不
滋
藤
。
毎
数
日
、
太
后
必
遣
中
速
入
閣
、
問
連
日
曾
有
平
町
來
虫
下
。
即
以
帖

　
開
『
某
日
中
官
某
以
幾
事
事
議
、
如
此
施
行
輪
。
太
后
乃
要
所
白
帯
之
。
」
と
記
し
、

　
宙
宮
が
内
閣
に
持
ち
込
ん
だ
案
件
に
つ
い
て
、
彼
女
が
照
会
を
行
な
っ
て
い
た
こ

　
と
を
伝
え
る
。
ま
た
、
楊
士
奇
は
、
知
人
に
宛
て
た
書
簡
中
で
、
「
今
皇
上
仁
聖

　
大
徳
日
新
、
爾
宮
聖
人
豊
富
磁
心
、
行
天
早
道
、
以
覆
育
天
下
、
過
於
漢
明
徳
・

　
宋
竃
仁
遠
突
。
郵
書
ム
エ
切
仁
訳
義
墨
、
智
出
合
目
、
錐
政
事
之
臣
、
一
不
過
奉

　
行
朝
命
而
已
。
」
と
述
べ
て
い
る
（
（
㎎
東
堺
績
集
』
巻
四
七
「
與
朱
引
言
轡
」
）
。

　
「
二
宮
扁
と
は
、
張
太
皇
太
盾
・
孫
皇
太
后
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
漢
・
馬
皇
太

　
后
・
宋
・
高
皇
太
宰
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、
コ
切
仁

　
施
義
暴
、
皆
目
於
上
」
の
「
上
」
と
は
、
張
太
皇
太
后
乃
至
孫
皇
太
后
を
指
す
、

　
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
後
段
で
揚
士
奇
は
自
分
の
年
齢
を
七
二
歳
と
記
し
て
お

　
り
、
こ
の
書
簡
は
正
統
二
年
頃
に
著
さ
れ
た
、
と
判
断
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
史
料

　
に
拠
れ
ば
、
張
太
皇
太
后
が
、
政
務
の
処
断
に
～
定
の
影
響
力
を
有
し
て
い
た
こ

　
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

⑫
楊
士
奇
「
請
開
経
莚
」
に
、
「
一
、
…
…
今
上
上
進
學
養
徳
、
書
論
揮
講
窟
、

　
…
…
乞
預
命
漫
罵
・
禮
部
・
翰
林
院
、
公
同
推
墨
具
名
駅
奏
、
害
獣
上
裁
。

　
・
…
」
＝
、
天
子
就
學
、
其
事
槻
與
皇
太
子
・
親
王
不
同
、
乞
先
命
灘
部
・
翰

　
林
昼
餐
里
並
麺
禮
儀
陳
奏
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
進
講
の
開
始
に
先
立
っ
て
、
揚

　
士
奇
等
は
講
官
の
選
抜
・
儀
注
の
否
定
を
求
め
て
い
た
。
ま
た
、
「
請
開
経
莚
」

　
で
は
「
伏
望
山
陵
翌
日
、
早
開
経
莚
、
以
進
聖
學
。
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
宣
宗
は
前
年
宣
徳
一
〇
年
六
月
に
写
染
に
葬
ら
れ
、
神
主
が
京
師
に
藻
っ
て
い
る
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（
隅
英
宗
實
録
軌
巻
六
　
宣
徳
十
年
六
月
辛
酉
條
・
田
－
子
條
）
。
そ
の
後
、
あ
ら
た

　
め
て
宣
宗
の
言
の
如
く
春
を
待
っ
て
、
進
講
が
請
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑬
胡
淡
に
よ
る
「
累
累
儀
注
」
の
進
呈
は
、
『
英
宗
實
録
臨
巻
一
四
　
正
統
元
年

　
二
月
丙
辰
條
に
見
え
る
。

⑳
　
明
英
宗
實
録
㎞
に
見
え
る
「
経
鑓
廻
覧
」
で
は
、
大
経
鑓
の
際
に
講
じ
ら
れ
る

　
書
は
『
大
學
晦
を
用
い
、
経
は
凹
尚
書
㎞
を
用
い
る
と
あ
る
が
、
正
徳
・
萬
暦
の

　
両
『
明
會
典
㎏
門
経
莚
」
の
項
に
は
そ
の
よ
う
な
隈
定
事
項
は
見
え
な
い
。
ま
た
、

　
金
剛
明
暗
典
㎞
で
は
、
講
案
に
門
経
史
」
が
置
か
れ
た
と
記
す
。
正
統
期
に
講
筥

　
を
つ
と
め
た
団
扇
の
文
集
『
雨
止
文
集
』
巻
｝
門
違
章
」
に
は
、
『
資
治
通
鑑
綱

　
躍
㎞
か
ら
題
を
採
っ
た
も
の
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
史
書
を
用
い
た
講
義
も
正
統

　
期
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑳
　
後
代
、
王
登
は
、
嘉
靖
元
年
一
一
月
に
繁
藤
帝
の
存
問
に
答
え
て
「
講
學
篇
」

　
を
た
て
ま
つ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
、
「
國
家
経
莚
之
設
、
其
盛
　
乎
。
天
子
自
正

　
朝
講
御
文
華
、
公
侯
九
獅
大
臣
盛
服
侍
列
、
羽
林
之
士
亦
皆
環
列
、
以
聰
経
莚
、

　
一
開
天
下
欣
欣
焉
、
傳
之
以
爲
希
潤
之
典
、
属
望
其
盛
実
乎
。
…
…
講
之
日
、
夙

　
具
講
章
、
至
期
講
詑
、
編
音
賜
宴
、
綴
然
而
退
、
上
下
之
情
、
未
見
其
親
且
密

　
也
。
」
と
述
べ
る
。
彼
の
書
に
従
え
ば
、
大
経
莚
で
は
と
も
に
講
義
を
聴
く
こ
と

　
で
、
君
臣
の
関
係
が
よ
り
親
密
と
な
る
こ
と
が
、
理
想
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う

　
（
『
震
澤
集
』
巻
二
〇
、
『
世
宗
實
録
臨
巻
二
十
嘉
靖
元
年
十
一
月
庚
申
條
）
。

⑳
　
『
英
宗
實
録
代
講
～
四
　
正
統
元
年
二
月
丙
辰
條
に
見
え
る
儀
注
で
は
、
日
講

　
に
つ
い
て
コ
、
毎
日
止
用
講
讃
官
四
員
、
學
士
輪
流
翌
翌
、
不
用
侍
衛
・
侍

　
儀
・
執
事
等
官
。
侍
班
・
講
護
等
官
入
見
行
叩
頭
禮
、
東
西
分
立
。
先
儒
書
、
次

　
讃
経
或
讃
史
、
毎
伴
讃
十
数
遍
。
後
講
官
直
説
大
義
、
介
在
明
白
易
曉
。
講
讃
後
、

　
怨
書
宮
侍
上
襟
書
。
畢
、
各
官
叩
頭
退
。
」
と
記
す
。

⑳
　
七
二
「
前
光
禄
大
夫
少
保
戸
部
尚
轡
華
中
殿
大
量
士
兼
文
淵
閣
大
著
士
陳
公
墓

　
誌
銘
」
（
㎎
尚
約
文
紗
㎞
巻
十
　
以
下
、
門
陳
循
墓
誌
銘
」
）
に
、
「
正
統
元
年
三
月
、

　
公
（
陳
楯
）
預
受
講
兼
経
麺
官
。
自
是
日
與
少
傅
楊
士
奇
・
楊
榮
・
尚
書
揚
薄
・

　
諸
士
王
直
・
王
英
・
李
時
勉
・
銭
習
禮
・
侍
讃
黄
衷
・
侍
講
高
曇
・
修
撲
馬
愉
・

　
曹
愛
日
侍
講
讃
於
上
前
。
」
と
あ
る
。
な
お
、
三
園
の
一
人
楊
榮
に
つ
い
て
は
、

　
門
今
上
即
位
、
議
暴
政
事
宜
、
墨
黒
経
莚
以
廣
聖
學
、
命
乞
上
知
経
細
事
、
日
侍

　
講
學
、
退
而
綜
理
庶
事
。
」
（
門
文
敏
集
』
附
録
　
楊
濾
「
少
師
工
部
尚
書
兼
謹
身

　
五
大
隠
士
贈
特
進
光
禄
大
夫
左
柱
國
太
師
謹
文
敏
建
安
楊
公
神
道
碑
銘
」
）
と
伝

　
え
ら
れ
る
。
三
聖
は
、
日
々
の
進
講
に
参
加
し
た
上
で
、
内
閣
に
渓
っ
て
処
理
す

　
べ
き
歯
音
を
処
断
し
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
楊
士
奇
が
正
統
四
年
二
月
に
帰
省
し

　
た
際
の
旅
程
を
記
し
た
「
南
脇
紀
行
録
」
上
（
噸
束
里
績
集
睡
巻
四
九
）
に
は
、

　
「
十
山
ハ
R
H
、
経
榊
延
侍
講
黙
讃
、
㎜
単
、
　
上
灘
士
奇
、
　
事
訳
書
・
白
金
・
楓
林
散
巾
表
裏
・
米

　
酒
・
厨
料
・
牲
腰
中
備
。
上
諭
士
累
日
…
…
」
と
あ
る
。
正
統
期
、
大
経
籠
は
二

　
日
・
ご
一
日
・
二
二
日
に
行
な
わ
れ
て
い
た
か
ら
、
楊
士
長
が
侍
し
て
い
た
経
莚

　
と
は
日
講
で
あ
ろ
う
。
『
英
宗
實
録
』
巻
十
四
　
正
統
元
年
二
月
丙
辰
條
の
日
講

　
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
箇
所
に
は
山
詞
士
輪
流
侍
班
」
と
あ
る
。
当
時
大
事
士
を
帯

　
び
て
い
た
楊
士
奇
・
楊
榮
そ
し
て
翰
林
院
學
士
だ
っ
た
楊
溝
は
、
輪
番
で
日
講
の

　
場
に
参
加
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑱
正
統
期
の
進
講
に
於
い
て
講
官
を
つ
と
め
た
周
叙
は
、
「
右
書
維
講
書
一
通
、

　
叙
先
誰
誰
保
澹
瀧
楊
公
分
題
下
進
、
忌
避
、
而
公
見
事
再
三
、
却
不
用
。
叙
謂

　
「
所
講
経
題
何
傷
。
扁
公
日
「
時
不
同
也
。
」
乃
改
命
他
講
官
選
別
章
以
進
。
因
不

　
忍
棄
、
丁
霊
干
此
。
若
平
日
講
壇
倶
入
内
閣
、
菰
不
及
録
云
。
」
（
砿
石
漢
周
先
生

　
文
集
睡
巻
三
門
講
章
」
）
と
い
う
事
績
を
伝
え
る
。
少
保
秘
薙
楊
公
と
は
、
楊
濾

　
の
こ
と
で
あ
る
。

（
⑳
　
正
徳
・
萬
暦
年
『
明
操
典
徳
「
経
莚
」
の
項
に
は
、
「
凡
経
莚
初
開
、
勅
勲
臣
一

　
人
知
黒
甜
事
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
第
二
章
で
触
れ
る
景
泰
帝
の
謎
語
で
も
、
同

　
じ
く
永
樂
か
ら
の
元
勲
で
あ
っ
た
寧
陽
侯
陳
懲
が
知
経
莚
事
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
勲
臣
が
、
実
際
に
進
講
内
容
の
管
理
な
ど
に
与
っ
た
こ
と
を
伝

　
え
る
史
料
は
、
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、
景
泰
の
経
莚
が
始
ま
っ
た

　
時
、
江
淵
が
「
日
侍
講
讃
」
と
命
じ
ら
れ
た
こ
と
は
第
二
章
で
言
及
し
て
い
る
が
、
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景
泰
六
年
正
月
に
彼
は
門
太
子
太
師
兼
工
部
尚
書
視
部
事
」
と
さ
れ
（
『
英
宗
實

　
録
㎞
菰
野
四
九
　
景
泰
六
年
正
月
庚
戌
條
）
、
ほ
ど
な
く
し
て
「
維
野
曝
班
縣
に

　
改
め
ら
れ
て
い
る
（
同
巻
二
五
〇
　
二
月
庚
心
構
〉
。
所
属
衙
門
で
の
職
務
を
抱

　
え
る
九
卿
堂
上
官
な
ど
は
、
大
経
莚
の
場
に
列
席
す
る
と
い
う
名
誉
を
蒙
る
に
と

　
ど
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

⑭
　
『
英
宗
實
録
』
巻
九
　
宣
徳
十
年
九
月
廻
書
條
に
拠
れ
ば
、
こ
の
時
英
宗
は
奉

　
天
門
に
御
し
、
兵
部
の
臣
に
対
し
て
、
朝
貢
使
節
へ
の
対
応
に
つ
い
て
各
地
の
都

　
指
揮
使
司
・
衛
所
に
指
示
を
行
な
う
よ
う
伝
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
当
該
時
期
、

　
張
太
皇
太
后
が
政
務
の
処
理
に
介
在
し
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
本
文
及
び

　
本
章
注
⑳
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
視
朝
を
以
っ
て
英
宗
が
自
ら
政
策
上
の
指

　
示
を
案
出
し
群
距
に
伝
え
て
い
た
、
と
た
だ
ち
に
解
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

⑳
　
本
章
注
⑩
に
引
く
史
料
を
参
照
の
こ
と
。

⑫
　
正
統
三
年
五
月
、
文
華
殿
に
中
都
留
守
司
・
都
指
揮
使
司
・
布
政
厚
司
・
按
察

　
使
司
の
窟
員
の
姓
名
が
書
か
れ
た
が
、
そ
の
図
的
に
つ
い
て
、
英
余
は
「
候
儒
臣

　
進
講
経
史
之
暇
、
遷
客
考
其
人
之
賢
否
、
而
加
黙
防
焉
。
」
と
述
べ
た
、
と
い
う

　
（
『
英
宗
週
録
輪
巻
四
二
　
正
統
三
年
五
月
庚
寅
條
）
。
劉
球
は
、
こ
の
出
来
事
に

　
論
及
し
た
上
で
、
「
文
華
建
上
朝
夕
與
侍
臣
論
道
之
地
、
至
親
且
密
、
幽
栖
列
名

　
子
愚
問
、
亦
不
爲
不
榮
突
。
」
と
伝
え
る
（
『
雨
域
文
集
騙
巻
九
「
送
福
建
参
議
取

　
君
赴
任
序
」
）
。
こ
れ
ら
の
史
料
を
踏
ま
え
れ
ば
、
日
々
進
講
が
行
わ
れ
る
場
所
と

　
し
て
、
正
統
期
よ
り
文
華
殿
が
用
い
ら
れ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

魎
　
北
京
遷
都
以
前
の
例
で
は
あ
る
が
、
『
太
祖
費
録
』
巻
一
一
五
　
洪
武
十
年
十

　
月
是
月
條
に
、
「
…
…
内
語
殿
、
臼
文
華
殿
、
東
宮
視
事
之
所
演
」
と
い
う
記
述

　
が
あ
る
。
ま
た
、
本
章
注
⑩
に
引
く
史
料
よ
り
、
永
樂
期
に
こ
の
文
華
殿
が
皇
太

　
子
へ
の
進
講
の
場
所
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑭
　
垂
直
撰
『
響
齋
環
綴
録
㎞
巻
四
に
、
門
正
統
以
來
、
経
輪
側
頭
講
畢
、
上
必
臼

　
「
先
生
二
重
飯
。
」
閣
老
與
四
講
官
皆
皆
旨
、
叩
頭
、
乃
至
。
…
…
按
、
維
莚
講

　
畢
宴
酒
飯
、
而
必
穂
先
生
、
此
皇
儲
隆
禮
師
傅
、
謙
恭
之
盛
節
也
。
」
と
述
べ
ら

　
れ
て
い
る
。

⑮
　
宣
徳
期
、
「
永
樂
故
事
」
に
遵
っ
て
庶
吉
士
の
選
抜
が
行
な
わ
れ
た
際
、
庶
吉

　
士
と
さ
れ
た
人
材
た
ち
は
「
…
…
又
得
閲
秘
書
、
以
博
其
學
、
」
と
さ
れ
た
と
い

　
う
（
盲
嚢
『
睨
文
僖
集
嚇
巻
一
三
「
松
岡
先
生
文
集
叙
漏
）
。
永
樂
の
庶
吉
士
た
ち

　
が
、
ま
ず
文
淵
閣
で
読
書
を
課
さ
れ
、
文
章
作
成
能
力
を
瀬
養
さ
せ
ら
れ
て
い
た

　
こ
と
は
、
拙
稿
「
明
代
庶
吉
士
制
度
の
成
立
と
そ
の
背
景
－
永
樂
二
年
科
庶
吉

　
士
を
中
心
と
し
て
一
」
（
『
集
刊
東
洋
學
㎞
九
六
　
二
〇
〇
六
年
）
で
述
べ
た
。

　
宣
徳
期
の
庶
吉
士
に
つ
い
て
も
、
永
樂
期
と
同
様
に
、
ま
ず
は
広
範
な
読
省
が
課

　
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
本
文
中
に
記
し
た
寛
徳
期
に
於
け
る
庶
吉
士
選
抜
の
経
過
は
、
『
宣
宗
實
録
』

　
巻
六
四
　
宣
徳
五
年
三
月
已
巳
條
、
同
書
巻
～
○
○
　
八
年
三
月
已
未
條
・
戊
辰

　
條
、
岡
書
巻
一
〇
七
　
八
年
十
一
月
甲
羅
條
、
同
書
巻
一
一
二
　
九
年
八
月
癸
酉

　
條
に
見
え
る
。

⑳
　
雷
禮
「
資
善
大
夫
太
子
少
恩
戸
部
尚
書
兼
翰
林
院
學
士
黙
約
鷺
公
鐡
傳
」
（
『
國

　
朝
獄
徴
煮
冷
巻
　
三
）
に
、
「
初
宣
誓
欲
選
進
士
之
尤
山
積
學
、
以
欝
欝
僚
。
既

　
命
楊
薄
論
評
徳
五
年
進
士
、
得
三
山
薩
三
等
八
人
作
図
。
後
腰
融
通
取
二
年
・
五

　
年
・
八
年
進
士
召
試
文
華
殿
、
取
二
十
八
人
、
叢
氷
首
。
」
と
あ
る
。
『
宣
宗
實

　
録
㎏
で
は
、
蒲
錨
の
名
は
、
巻
一
一
二
　
宣
徳
九
年
八
月
癸
酉
條
に
初
め
て
現
れ

　
る
。
ま
た
、
陳
循
門
出
部
侍
郎
兼
翰
林
侍
講
學
士
贈
翰
林
二
士
禮
部
尚
書
馬
公
墓

　
誌
銘
」
（
『
芳
洲
文
集
』
巻
七
）
に
、
「
今
上
將
御
春
富
、
孟
宗
皇
帝
欲
爲
選
備
臣

　
属
、
公
以
修
撰
輿
入
被
嘗
試
諸
葛
孔
明
可
聖
典
禮
樂
論
於
文
華
門
。
公
所
作
穂
旨
、

　
得
賜
蜜
楮
、
月
給
燈
火
濫
費
、
稗
益
金
其
所
學
。
」
と
見
え
る
。

⑳
　
魏
験
門
鄭
愈
事
傳
」
（
『
南
岸
先
生
魏
山
岸
公
摘
稿
』
巻
七
）
に
、
「
…
…
　
日
、

　
上
御
文
華
殿
、
召
試
諸
葛
孔
明
可
與
興
繊
曲
論
、
考
居
第
　
、
邦
賞
紗
一
百
錠
、

　
侃
命
讃
書
、
濫
獲
大
成
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
八
年
一
一
月
に
行
わ
れ
た
選
考
の

　
結
果
、
庶
吉
士
と
さ
れ
た
剛
建
も
同
様
の
試
験
を
受
け
て
い
た
。
前
索
に
示
し
た

　
史
料
と
あ
わ
せ
考
え
れ
ば
、
少
な
く
と
も
宣
徳
八
年
一
一
月
に
は
、
東
宮
宮
療
を
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選
抜
す
る
目
的
で
人
材
の
選
定
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
推
察
で
き
る
。
な
お
、

　
彼
等
が
受
け
た
試
験
の
命
題
は
、
階
・
王
通
明
文
中
子
中
説
匝
「
王
道
篇
」
の

　
「
子
日
使
諸
葛
亮
而
無
死
、
禮
樂
其
有
護
照
。
」
に
拠
る
も
の
だ
ろ
う
。

⑲
　
本
章
注
⑳
に
引
く
史
料
を
参
照
の
こ
と
。

⑩
劉
球
が
文
淵
閣
に
入
っ
た
江
淵
に
送
っ
た
「
送
巨
編
修
還
蜀
詩
序
」
（
『
爾
難
文

　
集
』
巻
十
）
に
、
「
今
皇
上
職
酢
、
思
用
先
朝
所
遺
才
俊
、
干
二
十
八
入
扱
其
最

　
者
十
二
入
、
授
以
翰
林
七
品
職
、
世
用
（
江
淵
）
又
十
二
人
中
傑
特
薄
闇
。
」
と

　
あ
る
。
宣
三
期
に
選
定
さ
れ
た
庶
吉
士
の
人
数
が
、
最
終
的
に
二
八
人
と
な
っ
た

　
こ
と
は
、
本
章
注
⑰
に
引
く
簾
錨
の
伝
記
よ
り
窺
が
え
る
。
な
お
、
こ
の
人
事
は
、

　
宣
徳
一
〇
年
八
月
に
、
江
淵
を
含
む
行
在
庶
吉
士
一
二
人
が
翰
林
編
修
・
検
討
に

　
就
け
ら
れ
た
こ
と
を
指
す
（
『
英
宗
實
録
臨
巻
入
　
宣
徳
十
年
八
月
庚
申
條
）
。

⑪
　
肝
玉
宗
實
録
㎞
巻
七
七
　
正
統
六
年
三
月
甲
子
條
に
、
「
命
行
在
翰
林
院
編
修
江

　
淵
・
翌
翌
隆
・
検
討
李
紹
・
何
瑞
復
任
。
先
是
淵
等
以
剰
員
待
次
自
家
。
至
是
少

　
師
兵
部
尚
書
兼
華
藍
殿
大
學
士
楊
士
品
等
書
本
院
諸
官
、
故
召
用
之
。
」
と
あ
る
。

　
ま
た
、
李
紹
の
伝
記
に
は
、
「
巴
未
、
以
剰
員
賜
蹄
郷
里
。
扁
（
彰
時
「
朝
議
大
夫

　
禮
部
右
侍
郎
安
成
李
公
龍
神
道
碑
」
『
國
朝
献
上
録
』
巻
三
五
）
と
あ
り
、
正
統

　
四
年
に
帰
郷
さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑫
噸
英
宗
實
録
㎞
巻
一
〇
七
正
統
八
年
八
月
忌
辰
條
に
、
「
命
翰
林
院
編
修
趙

　
恢
・
槍
討
王
振
・
李
紹
・
何
壇
充
経
莚
官
。
」
と
あ
る
。
四
人
の
名
は
、
本
章
注

　
⑳
に
示
し
た
文
淵
閤
進
學
を
伝
え
る
史
料
中
に
見
え
る
。

二
　
土
木
の
変
と
景
泰
進
講

霊

土
木
の
変
直
後
の
進
講
開
設
要
講

明代内閣職掌形成過程の研究（高橋）

　
正
統
五
年
以
降
、
張
太
皇
太
盾
と
仁
・
三
朝
以
来
の
元
老
で
あ
っ
た
三
楊
が
相
次
い
で
世
を
去
る
。
そ
れ
と
平
行
し
て
、
太
単
襲
振
の
専
権

が
深
刻
の
度
を
増
し
、
つ
い
に
オ
イ
ラ
ー
ト
の
エ
セ
ン
の
侵
攻
に
対
す
る
親
征
を
敢
行
し
た
挙
句
、
英
宗
自
身
が
捕
虜
と
さ
れ
る
と
い
う
破
局

を
迎
え
る
に
到
っ
た
。
こ
れ
が
、
明
代
当
時
か
ら
続
く
正
統
後
半
期
の
政
情
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
理
解
で
あ
ろ
う
。

　
正
統
八
年
五
月
、
か
か
る
政
情
を
批
判
し
、
た
め
に
王
振
に
よ
っ
て
下
獄
さ
せ
ら
れ
非
業
の
最
期
を
遂
げ
た
人
物
が
い
た
。
経
鑓
儀
注
の
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

定
に
参
画
し
た
禮
部
尚
書
胡
淡
の
推
薦
を
受
け
、
正
統
初
年
か
ら
経
書
で
の
講
義
を
担
当
し
て
い
た
翰
林
院
侍
講
劉
球
で
あ
る
。
皇
帝
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

政
務
の
親
決
を
も
と
め
た
彼
の
言
が
、
特
に
王
振
を
激
怒
さ
せ
た
こ
と
は
、
明
代
史
上
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

　
た
だ
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
劉
球
の
上
奏
の
第
一
項
、
つ
ま
り
進
講
の
精
励
を
説
い
た
条
目
で
あ
る
。
劉
球
は
、
皇
帝
の
生
活
の
あ

り
方
に
ま
で
踏
み
込
み
、
視
朝
以
外
の
時
に
、
経
莚
に
御
す
機
会
を
増
し
、
宮
中
・
苑
林
に
入
り
浸
る
時
間
を
減
じ
さ
せ
、
「
無
益
之
事
」
に
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③

意
を
は
ら
わ
ぬ
よ
う
、
主
張
し
て
い
る
。
太
監
王
様
に
つ
い
て
は
、
進
講
が
始
め
ら
れ
た
際
に
、
英
宗
を
武
事
に
誘
お
う
と
し
た
と
い
う
逸
話

　
　
　
　
　
　
　
④

が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
い
は
、
極
球
は
、
英
宗
の
行
動
を
そ
の
影
響
下
に
置
こ
う
と
し
て
い
た
王
覇
を
牽
制
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
か
か
る
文
言
も
ま
た
壷
振
に
筆
管
の
粛
清
を
決
断
さ
せ
た
要
因
で
あ
っ
た
、
と
想
像
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
劉
球
の
言
か
ら
は
、
進
講
の
精
励
を
求
め
る
こ
と
で
、
皇
帝
を
宮
中
の
外
に
出
で
さ
せ
、
そ
の
行
動
に
一
定
の
制
御
を
加

え
よ
う
と
す
る
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
黙
す
で
に
、
単
な
る
幼
帝
の
教
導
と
は
異
な
る
役
割
が
、
経
莚
の
実
施

に
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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正
統
一
四
年
八
月
　
五
日
、
明
軍
が
土
木
墜
で
壊
滅
す
る
と
、
は
や
く
も
一
八
日
に
は
、
皇
太
后
よ
り
勅
が
閉
せ
ら
れ
、
英
宗
の
弟
鋼
帯
に

対
し
て
、
百
官
を
総
べ
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
、
文
武
群
臣
は
施
行
す
べ
き
事
務
を
悉
く
邸
王
に
啓
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
二
二
日
目
は
、
邸
王

は
、
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
英
宗
長
子
朱
見
深
を
補
佐
し
、
「
代
総
國
政
」
に
当
た
る
こ
と
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
九
月
六
日
、
二
王
は
登
極

す
る
、
す
な
わ
ち
景
泰
帝
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
景
泰
帝
の
即
位
詔
で
は
、
朝
廷
及
び
軍
民
中
に
於
い
て
改
善
す
べ
き
事
柄
が
あ
れ
ば
直
言
を
許
す
旨
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
の
前
後
か
ら
陸
続

と
上
奏
が
行
わ
れ
、
採
る
べ
き
政
治
指
針
に
つ
い
て
意
見
が
た
て
ま
つ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
上
奏
で
は
、
必
ず
と
雷
っ
て
よ
い
ほ
ど
、

視
朝
以
外
の
時
間
に
如
何
に
し
て
皇
帝
と
臣
僚
が
接
触
す
る
機
会
を
有
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
に
雷
及
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
、
皇
帝
が

臣
僚
と
定
期
的
に
接
見
す
る
と
い
う
体
制
の
創
出
こ
そ
が
、
当
時
の
鼠
落
に
共
有
さ
れ
た
関
心
事
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
は
、
当
時
た
て
ま
つ
ら
れ
た
言
説
の
旦
ハ
体
例
と
し
て
、
正
統
初
年
に
経
莚
の
講
官
を
経
験
し
、
土
木
の
変
発
生
時
に
は
南
京
翰
林
院

　
　
　
　
　
　
　
⑥

侍
護
で
あ
っ
た
周
叙
が
著
し
た
疎
を
取
り
上
げ
た
い
。
彼
の
主
張
に
は
、
当
時
行
わ
れ
た
上
奏
に
特
徴
的
に
現
れ
て
い
た
言
説
の
要
素
が
ほ
ぼ

含
ま
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　
周
叙
は
、
ま
ず
土
木
の
変
発
生
直
後
、
正
統
十
四
年
九
月
に
上
奏
さ
れ
た
疏
に
於
い
て
、
「
「
閣
」
を
開
い
て
、
そ
こ
に
書
籍
を
配
架
し
、
学



明代内閣職掌形成過程の研究（高橋）

識
が
あ
り
性
格
純
正
な
人
物
を
選
抜
し
て
、
そ
の
者
た
ち
と
義
理
を
講
論
し
、
そ
こ
で
当
今
の
政
治
問
題
に
つ
い
て
も
諮
問
を
行
な
う
べ
き
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

あ
る
」
と
具
申
し
て
い
る
。
邸
王
は
彼
の
上
奏
を
嘉
納
し
た
と
い
う
。

　
閣
を
開
け
と
い
う
よ
う
に
、
特
定
の
臣
僚
に
対
し
て
諮
問
を
行
な
う
場
を
、
わ
ざ
わ
ざ
新
規
に
設
け
る
よ
う
に
彼
が
主
張
し
た
の
は
、
彼
が

準
拠
す
べ
き
体
制
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
先
例
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。

　
事
実
と
し
て
、
宣
徳
以
前
に
つ
い
て
雷
え
ば
、
早
朝
か
ら
の
朝
儀
以
外
に
皇
帝
と
臣
僚
が
定
期
的
に
接
見
す
る
制
度
が
確
立
さ
れ
た
形
跡
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
土
木
の
変
後
に
、
臣
僚
た
ち
が
提
起
し
た
皇
帝
と
臣
僚
が
接
触
す
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
具
体
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

方
法
は
、
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
皇
帝
に
対
し
て
臣
僚
と
の
接
見
を
要
講
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
彼
等
が
共
通
し
て
挙
げ
得
る
よ

う
な
体
制
が
、
そ
れ
以
前
に
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

　
さ
て
、
景
泰
帝
の
即
位
詔
に
よ
っ
て
直
言
が
う
な
が
さ
れ
る
と
、
周
叙
は
再
度
上
奏
文
を
し
た
た
め
、
同
様
の
問
題
に
つ
い
て
よ
り
踏
み
込

ん
だ
意
見
を
提
出
し
た
。

　
周
叙
は
言
う
、
「
主
観
が
徳
を
酒
養
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
経
莚
を
開
く
よ
り
効
果
が
大
で
あ
る
も
の
は
な
い
、
必
ず
純
謹
正
直
で
博
学
明

識
な
る
人
材
を
選
び
、
そ
の
者
た
ち
に
経
史
を
講
論
さ
せ
、
そ
れ
が
終
わ
れ
ば
、
講
官
に
濁
封
の
機
会
を
与
え
、
以
っ
て
政
治
の
得
失
・
人
材

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
賢
否
に
つ
い
て
諮
問
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
」
、
と
。

　
つ
ま
り
、
経
莚
を
開
設
し
、
そ
れ
を
以
っ
て
臣
僚
よ
り
意
見
を
聴
取
す
る
機
会
と
す
る
よ
う
、
雨
量
は
も
と
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お

そ
ら
く
同
様
の
発
想
は
他
の
臣
僚
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
十
三
道
監
察
御
史
益
鳥
等
は
、
政
事
に
つ
い
て
議
論
す
べ
き
大
臣
の
抜

擢
を
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
の
議
事
の
場
所
と
し
て
は
、
正
統
期
に
進
講
が
行
な
わ
れ
て
い
た
文
華
殿
を
想
定
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
女
主
の

勤
怠
に
つ
い
て
説
き
、
翰
林
の
臣
僚
な
ら
び
に
大
臣
を
召
し
計
議
す
る
よ
う
述
べ
た
兵
部
郎
中
王
偉
も
、
ま
ず
経
莚
を
開
き
、
清
朝
に
御
す
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

う
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
宣
徳
期
ま
で
に
、
皇
帝
と
臣
僚
と
の
定
期
的
な
接
蝋
は
、
確
圃
と
し
た
制
度
と
し
て
は
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
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ゆ
え
、
当
時
に
在
っ
て
朝
儀
の
後
も
皇
帝
と
臣
僚
が
定
期
的
に
体
面
で
き
る
機
会
を
保
証
し
て
い
た
の
は
、
正
統
に
儀
注
が
制
定
さ
れ
た
経
鑓

の
み
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
正
統
期
、
果
た
し
て
経
莚
の
場
が
如
何
様
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
具
体
的
様
相
を
伝
え
る
史
料
は
少
な
い
。
た
だ
、
正
統
六
年
に
、
楊
博
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

帰
省
を
許
可
さ
れ
た
際
に
、
経
莚
の
場
を
借
り
て
謝
辞
を
述
べ
、
英
宗
は
楊
博
に
対
し
て
温
言
を
賜
っ
た
と
い
う
か
ら
、
経
莚
の
場
に
於
い
て

皇
帝
と
臣
僚
が
語
ら
う
よ
う
な
機
会
は
保
持
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
か
つ
て
地
曳
は
、
大
型
士
雛
僧
奇
等
が
果
た
す
べ
き
職
務
を
負
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
こ
と
を
配
慮
し
、
別
に
弘
文
閣
を
設
置
し
て
、
学
問
に
つ
い
て
議
論
す
る
人
材
を
政
治
上
の
顧
問
と
し
て
も
用
い
よ
う
と
し
た
。
朝
儀
が
終

わ
れ
ば
、
所
属
衙
門
に
赴
き
職
務
に
従
事
す
る
窟
員
に
比
し
て
、
学
問
の
た
め
に
皇
帝
に
侍
す
機
会
を
得
た
人
間
の
ほ
う
が
、
皇
帝
と
接
触
す

る
機
会
を
得
や
す
か
っ
た
こ
と
は
想
像
し
や
す
い
。

　
お
そ
ら
く
は
、
か
か
る
現
実
を
踏
ま
え
た
か
ら
こ
そ
、
周
叙
等
、
当
時
の
臣
僚
た
ち
は
経
営
の
実
施
の
さ
き
に
、
特
定
の
記
号
と
の
面
議
の

実
現
を
も
と
め
た
の
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
、
土
木
の
生
後
に
、
経
笈
の
開
設
が
要
請
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
、
い
ま
少
し
踏
み
込
ん
で
み
た
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
景
泰
元

年
九
月
、
経
麺
を
開
く
こ
と
が
真
言
さ
れ
る
。
そ
の
直
後
、
江
西
道
監
察
御
史
許
仕
達
が
、
月
三
度
の
護
憲
の
ほ
か
、
さ
ら
に
儒
臣
を
便
殿
に

配
置
し
、
寒
さ
暑
さ
を
い
と
わ
ず
、
政
務
処
理
の
合
間
に
、
そ
れ
ら
の
人
間
た
ち
と
経
史
を
講
究
す
る
よ
う
上
奏
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
許
仕

達
は
、
正
統
期
の
「
上
下
愛
器
し
、
敢
え
て
言
う
者
無
し
」
と
い
う
政
情
の
果
て
に
、
甚
大
な
る
災
厄
が
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
、
と
い
う
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
述
べ
、
そ
の
前
轍
を
ふ
ま
ぬ
よ
う
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
主
張
は
、
当
時
の
進
講
の
精
励
を
も
と
め
る
言
辞
の
背
景
に
、
正
統
期

弊
政
に
対
す
る
反
省
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
だ
ろ
う
。

　
実
際
に
、
当
時
の
多
く
の
臣
僚
た
ち
も
、
自
分
た
ち
が
直
面
し
た
破
局
的
事
態
は
、
正
統
期
弊
政
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。

土
木
の
変
発
生
に
到
る
経
過
を
総
括
し
た
当
時
の
言
に
拠
れ
ば
、
や
は
り
英
宗
の
行
動
が
王
振
の
主
導
の
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
か
か
る
大
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

件
を
惹
起
さ
せ
た
原
因
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
か
か
る
認
識
の
下
で
、
正
統
末
に
も
た
ら
さ
れ
た
よ
う
な
危
機
の
再
現
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を
防
ぐ
方
法
を
、
臣
僚
た
ち
が
模
索
し
た
こ
と
は
、
自
然
な
流
れ
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
そ
も
そ
も
、
宣
徳
三
年
の
生
ま
れ
で
あ
っ
た
景
泰
帝
は
、
即
位
時
二
二
歳
で
あ
り
、
先
述
し
た
よ
う
に
ま
ず
「
代
毒
煙
政
」
に
当
た
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
政
務
処
理
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
幼
帝
即
位
と
言
う
事
態
に
当
た
っ
て
、
皇
帝
に
対
し

て
政
務
よ
り
も
就
学
が
優
先
さ
れ
経
理
が
実
施
さ
れ
た
正
統
初
年
と
は
、
情
況
が
明
確
に
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
と
、
さ
き
に
看
た
土
木
の
変
直
後
に
提
出
さ
れ
た
上
奏
に
見
え
る
主
張
を
踏
ま
え
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
正
統
の
政
情
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
土
木
の
変
を
経
験
し
て
、
当
時
の
臣
下
た
ち
は
、
皇
帝
の
行
動
を
＝
疋
の
管
理
下
に
置

く
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
た
、
そ
し
て
、
か
か
る
課
題
を
解
決
す
る
方
途
と
し
て
定
期
的
な
進
講
の
実
施
が
有
す
る
効
能
に
注
意
が
向
け
ら
れ

た
、
と
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
土
木
の
予
後
に
現
れ
た
経
鑓
開
設
を
希
求
す
る
潮
流
は
、
単
な
る
皇
帝
に
対
す
る
教
導
の
充
実
と
い
う
観
点
か
ら
だ
け
で
は
と
ら
え
き
れ
な

い
背
景
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
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景
泰
帝
の
即
位
と
進
講
の
開
始

　
で
は
、
前
節
で
み
て
き
た
よ
う
な
進
運
か
ら
の
要
請
が
為
さ
れ
た
結
果
、
如
何
な
る
対
応
が
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
土
木
の
変
発
生
か
ら
一
年
余
が
経
っ
た
景
泰
元
年
九
月
、
経
国
を
始
め
る
旨
が
表
明
さ
れ
、
正
統
の
儀
注
と
同
様
、
月
三
回
の
経
笹
と
日
々

の
進
講
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
内
閣
に
あ
っ
た
戸
部
尚
書
兼
翰
林
院
隠
士
陳
循
・
工
部
尚
書
兼
翰
林
院
學
士
測
量
が
同
知
経
籠

事
と
さ
れ
、
戸
部
右
侍
郎
兼
翰
林
院
上
士
江
淵
・
翰
林
院
學
士
商
酪
等
が
経
士
官
を
兼
ね
た
。
そ
の
上
で
、
彼
等
内
閣
宮
は
、
み
な
日
々
の
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

講
に
参
加
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
正
統
の
黒
馬
を
引
き
継
ぎ
、
内
閣
官
た
ち
が
経
錘
に
於
い
て
重
要
な
年
強
を
占
め
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
景
泰
元
年
二
月
、
高
機
が
詔
書
の
作
製
と
保
暴
へ
の
参
与
を
免
じ
、
専
ら
日
々
の
進
講
の
み
を
職
務
と
さ
れ
る
よ
う
請
う
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

こ
の
三
囲
の
言
よ
り
、
遅
く
と
も
景
泰
元
年
二
月
ま
で
に
は
経
莚
の
実
施
は
既
定
路
線
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
始
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⑬

ま
っ
た
景
泰
帝
に
対
す
る
経
書
は
、
景
泰
五
年
の
時
点
で
な
お
停
止
さ
れ
ず
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

　
日
々
の
進
講
に
侍
る
こ
と
に
な
っ
た
四
人
の
う
ち
、
陳
循
・
高
子
は
、
正
統
初
年
か
ら
進
講
に
参
加
し
て
お
り
、
陳
循
は
正
統
九
年
四
月
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

内
閣
に
入
り
、
高
富
は
正
統
一
〇
年
一
〇
月
に
入
閣
し
て
い
る
。
陳
循
に
つ
い
て
は
、
景
零
点
即
位
詔
の
策
定
に
与
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

が
、
彼
と
高
穀
の
二
人
は
、
当
初
は
詔
書
を
作
製
す
る
能
力
を
買
わ
れ
て
景
泰
帝
よ
り
重
用
を
蒙
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
商
情
は
、
正
統
一
四
年
八
月
に
、
陳
循
・
高
穀
の
推
挙
に
由
り
入
閣
し
て
い
る
。
江
淵
は
、
も
と
も
と
陳
循
の
推
挙
に
よ
り
刑
部
右
侍
郎
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

さ
れ
、
景
黍
元
年
八
月
に
到
り
入
閣
し
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
経
莚
開
始
の
勅
が
下
さ
れ
る
直
前
に
、
翰
林
院
學
士
へ
の
陞
格
を
辞
退
す
る
商
酪
の
疏
に
対
す
る
回
答
と
し
て
、
「
今
経
町
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

開
き
、
正
に
顧
問
に
資
せ
し
め
ん
と
す
」
と
い
う
言
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
回
答
に
、
経
莚
の
開
設
に
こ
め
ら
れ
た
企
図
を
窺
が
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
「
顧
問
」
を
行
な
う
場
と
し
て
、
経
莚
が
設
定
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
当
時
こ
の
「
顧
問
」
と
い
う
語
は
、
学
問
論
議
に
於
け
る
質
疑
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
治
に
関
す
る
助
言
の
聴
取
を
も
意
味
し
て
い
た
、
と
考

　
　
　
⑬

え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
皇
帝
が
為
す
べ
き
学
問
と
は
、
単
な
る
学
究
活
動
で
は
な
く
、
そ
の
治
世
に
寄
与
す
る
知
見
を
得
る
た
め
に
実
施
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
に
、
宣
徳
帝
が
文
淵
閣
に
赴
い
た
際
、
そ
こ
で
当
時
内
閣
に
在
っ
た
楊
士
奇
・
楊
榮
が
、
経
史
を
講
論
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

つ
い
で
に
政
事
に
つ
い
て
諮
問
が
及
ん
だ
、
と
い
う
事
蹟
も
史
上
に
見
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
先
例
を
踏
ま
え
え
れ
ば
、
進
講
の
開
設
を
以
っ
て
、
臣
僚
た
ち
就
申
内
閣
官
か
ら
の
意
見
具
申
を
受
け
る
場
が
設
け
ら
れ
よ
う

と
し
て
い
た
こ
と
を
、
商
略
が
う
け
た
雷
か
ら
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
す
で
に
景
泰
初
年
に
は
、
日
々
進
講
の
場
に
侍
從

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
る
こ
と
に
な
っ
た
陳
循
た
ち
が
、
政
事
の
処
理
に
つ
い
て
議
論
に
与
る
べ
き
大
臣
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
土
木
の
変
直
後
に
は
、
皇
帝
が
特
定
の
臣
僚
と
接
見
を
行
う
こ
と
が
も
と
め
ら
れ
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
以
っ
て
政
事
に

つ
い
て
議
論
を
行
な
う
機
会
を
設
け
る
よ
う
要
講
ず
る
上
奏
が
為
さ
れ
て
い
た
。
如
上
の
経
錘
開
設
に
は
、
そ
う
い
っ
た
上
奏
に
応
え
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

う
側
面
が
あ
っ
た
、
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
景
泰
二
年
に
、
経
莚
の
場
に
於
け
る
講
論
の
充
実
を
求
め
た
禮
部
郎
中
章
論
の
上
奏
に
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明代内閣職掌形成過程の研究（高橋）

対
し
て
、
「
講
学
に
つ
い
て
は
す
で
に
「
経
麺
」
を
設
け
て
い
る
。
」
と
い
う
回
答
が
下
さ
れ
て
い
る
。
章
論
が
雷
う
よ
う
な
要
請
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

先
年
に
進
講
を
開
設
し
た
こ
と
で
す
で
に
一
定
の
対
応
を
果
た
し
て
い
る
、
と
回
答
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
回
答
か
ら
も
、
景
泰
元

年
に
経
莚
が
実
施
さ
れ
た
の
は
、
皇
帝
に
対
し
て
進
講
の
精
励
を
要
求
す
る
当
時
の
言
説
に
対
応
し
た
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
が
え
る
。

　
ち
な
み
に
、
こ
の
景
泰
初
年
に
内
閣
に
在
っ
た
人
間
の
中
で
、
景
泰
帝
に
対
す
る
製
麺
の
実
施
に
向
け
た
準
備
を
主
導
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
の
が
、
陳
循
で
あ
る
。
正
統
一
四
年
　
二
月
、
陳
循
は
、
「
文
學
侍
從
之
臣
は
、
尤
も
當
に
精
選
し
、
顧
問
に
備
え
、
壷
鐙
に
資
即
せ
し
む

べ
き
」
存
在
で
あ
る
と
述
べ
、
見
任
官
及
び
庶
吉
士
か
ら
の
侍
講
・
侍
讃
以
上
の
官
の
補
充
を
求
め
る
。
同
月
戊
辰
、
翰
林
院
官
員
の
昇
任
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

任
用
人
事
が
行
な
わ
れ
る
が
、
こ
の
時
、
陞
用
さ
れ
た
人
間
た
ち
の
多
く
が
、
粗
漫
帝
の
経
莚
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
陳
循
は
、
景
里
芋
即
位
後
、
そ
の
信
任
を
得
て
、
政
治
顧
問
と
し
て
の
役
割
を
撹
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
彼
は
、
入
閣
の
際
、
元
来
楊
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

奇
が
抵
っ
て
い
た
日
々
経
鑓
の
場
に
近
侍
す
る
と
い
う
職
責
を
継
承
し
て
い
た
。
あ
る
い
は
、
経
莚
開
設
に
向
け
て
逸
せ
ら
れ
た
指
示
や
、
先

に
示
し
た
章
論
に
対
す
る
回
答
の
背
景
に
、
薪
帝
の
も
と
で
も
そ
の
職
責
を
確
固
と
し
た
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
陳
循
の
意
志
が
介
在
し
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
右
に
見
て
き
た
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
り
開
設
さ
れ
た
経
管
の
実
施
情
況
に
つ
い
て
は
、
講
義
の
後
に
講
官
に
床
に
ば
ら
ま
い
た
金
銭
を
拾
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

せ
た
と
、
醜
聞
も
伝
え
ら
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
果
と
し
て
こ
の
景
泰
期
の
進
講
開
設
は
、
内
閣
の
歴
史
に
一
つ
の
画
期
を
も
た

ら
し
た
。
そ
の
契
機
を
為
し
た
の
も
、
や
は
り
陳
循
で
あ
る
。

　
景
泰
二
年
九
月
、
陳
循
は
、
早
朝
・
経
管
・
午
朝
に
於
け
る
内
閣
法
の
立
ち
位
置
の
是
正
を
求
め
る
。
結
果
、
経
理
の
場
で
は
、
同
声
経
記

事
を
帯
び
る
内
閣
官
が
、
尚
書
・
都
御
史
の
上
位
に
立
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
儀
注
は
『
明
白
典
』
に
収
め
ら
れ
、
以
後
に
継
承

さ
れ
て
い
く
。
そ
も
そ
も
、
正
統
の
油
注
で
は
、
内
閣
官
の
立
ち
位
置
は
、
三
楊
が
帯
び
て
い
た
同
異
経
莚
事
と
い
う
立
場
に
基
づ
い
て
設
定

　
　
　
　
　
　
　
⑭

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
景
泰
に
到
っ
て
、
は
じ
め
て
内
閣
宮
は
そ
の
担
う
べ
き
職
責
に
基
づ
い
た
上
で
、
そ
の
存
在
を
儀
注
に
明
記
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
、
内
閣
官
の
存
在
が
、
公
式
に
国
家
の
典
礼
の
中
に
顕
示
さ
れ
た
。
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そ
し
て
、
な
に
よ
り
こ
の
時
、
皇
帝
が
政
務
を
で
き
る
よ
う
な
年
齢
に
達
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
弓
隠
よ
り
定
期
的
な
進
講
を
受
け
る

と
い
う
体
制
が
は
じ
め
て
現
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
後
、
そ
の
年
齢
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
臣
僚
が
皇
帝
の
教
導
を
こ
こ
ろ
み
、
そ
の
実
施

に
際
し
て
は
内
閣
官
が
そ
れ
を
主
導
す
る
と
い
う
体
制
が
、
転
意
ま
で
繰
り
返
し
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
後
代
、
正
統
の
み
な
ら
ず
景
泰
の
経
笹
実
施
の
次
第
も
、
則
る
べ
き
「
薔
規
」
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
景
泰
期
の
経
回
実

施
が
、
こ
こ
に
述
べ
た
よ
う
に
重
要
な
転
機
と
な
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
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言
う
ま
で
も
な
く
、
内
閣
官
設
置
の
直
接
的
契
機
は
、
靖
難
の
役
に
よ
る
永
樂
帝
の
政
権
奪
取
で
あ
り
、
そ
こ
で
内
閣
官
は
ま
ず
詔
書
の
作

製
と
い
う
職
務
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
本
章
で
看
て
き
た
よ
う
に
、
景
泰
期
に
到
っ
て
初
め
て
成
年
の
皇
帝
に
対
し
て
も
進
講
が

実
施
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
土
木
の
変
の
衝
撃
を
受
け
て
現
れ
た
言
論
の
潮
流
が
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
た
、
と
見
な
せ
る
だ
ろ
う
。
と
す

れ
ば
、
皇
帝
の
秘
書
で
あ
る
と
と
も
に
、
帝
師
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
た
内
閣
官
と
は
、
ま
さ
に
明
代
前
期
の
政
治
的
激
動
を
背
景
と
し
て
、

そ
の
地
位
・
職
掌
が
形
成
さ
れ
て
き
た
存
在
で
あ
っ
た
と
雷
え
る
の
で
あ
る
。

①
劉
球
は
巣
窟
一
九
年
の
進
士
で
あ
り
、
当
初
縫
部
主
事
に
就
い
て
い
た
が
、

　
「
正
統
初
、
詔
求
文
學
之
臣
、
（
胡
）
期
首
以
公
的
。
預
修
軽
罪
實
録
、
成
、
改

　
翰
林
院
侍
講
、
食
五
品
録
。
」
と
記
す
史
料
が
あ
る
よ
う
に
（
『
醒
朝
獣
徴
録
』
巻

　
二
十
　
彰
紹
「
翰
林
院
侍
講
承
直
郎
贈
翰
林
院
學
士
識
忠
懲
劉
公
球
傳
」
　
以
下

　
「
血
球
傳
」
）
、
鞍
部
尚
書
幕
開
よ
り
推
薦
さ
れ
、
翰
林
官
に
抜
擢
さ
れ
た
こ
と
が

　
わ
か
る
。
ま
た
、
『
英
宗
實
録
』
巻
一
〇
五
　
正
統
八
年
六
月
了
亥
條
の
劉
球
附

　
傳
に
は
「
正
統
初
、
充
経
廃
官
、
預
修
宣
宗
實
録
、
成
、
改
侍
講
。
偏
と
あ
り
、

　
さ
ら
に
彼
の
文
集
岡
爾
黙
文
集
㎞
巻
一
に
は
「
立
面
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、

　
彼
が
講
官
を
つ
と
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
同
時
期
に
推
薦
を
被
り
講

　
官
に
抜
擢
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
儲
懲
と
言
う
人
物
の
伝
記
に
は
、
「
正
統
元
年
、

　
詔
公
卿
選
居
曲
賢
良
参
法
経
籠
講
竣
、
得
四
人
、
公
預
其
一
、
在
進
講
列
、
遂
遷

　
翰
林
修
撰
。
…
…
」
（
蟻
聚
噸
芳
洲
文
集
㎞
巻
八
「
故
叢
叢
大
夫
南
京
戸
部
尚
書

　
儲
公
墓
誌
銘
」
）
と
い
う
記
述
が
存
す
る
。
さ
ら
に
、
工
部
主
事
か
ら
抜
擢
さ
れ
、

　
経
莚
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
洪
瑛
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
、
「
初
爲
主
事
、

　
督
峡
西
邊
税
、
而
同
見
西
楊
學
士
、
大
壷
其
設
施
之
法
。
西
楊
不
考
其
實
、
異
之
、

　
薦
爲
侍
講
與
鼠
舞
。
」
（
李
賢
『
古
穣
集
』
四
三
〇
「
雑
録
」
）
と
伝
え
ら
れ
て
お

　
り
、
楊
士
奇
の
推
薦
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
儲
愁
の
伝
紀
で
は
、
門
公
卿
」

　
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
は
内
灘
の
三
揚
や
禮
部
尚
害
胡
淡
と
い
っ
た
、

　
洪
煕
・
宣
徳
以
来
の
元
老
た
ち
が
、
正
統
の
進
講
に
参
与
す
る
仕
官
の
推
薦
を
行

　
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

②
劉
球
の
上
奏
は
同
巻
～
〇
五
正
統
八
年
六
月
丁
亥
條
に
採
録
さ
れ
て
お
り
、

　
彼
の
文
集
『
両
難
文
集
㎞
虚
構
に
も
門
雷
震
奉
天
雷
鵡
吻
奏
請
惰
省
疏
扁
と
し
て



明代内閣職掌形成過程の研究（高橋）

　
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
上
奏
の
第
二
項
で
、
太
祖
・
太
宗
の
故
事
に
な
ら
い
、

　
皇
帝
に
よ
る
政
務
の
景
品
を
行
な
う
よ
う
求
め
て
い
る
。
そ
こ
に
見
え
る
「
権
不

　
下
耳
偏
の
文
言
が
、
特
に
寒
湿
を
怒
ら
せ
た
と
い
う
逸
話
は
、
彰
紹
「
劉
球

　
傳
」
・
羅
洪
先
「
劉
忠
懲
悪
俄
事
状
」
（
と
も
に
噸
國
朝
証
徴
録
㎞
無
二
〇
）
に
見

　
え
る
。

③
『
英
宗
實
録
㎏
に
拠
れ
ば
、
劉
球
が
述
べ
た
内
容
は
、
「
其
～
、
車
引
學
以
正

　
心
徳
。
…
…
臣
願
面
上
以
古
聖
哲
之
心
爲
心
、
視
朝
之
暇
、
御
山
莚
聖
日
多
、
居

　
宮
苑
之
三
聖
、
凡
無
益
之
事
、
悉
鴛
意
外
、
二
曲
進
儒
臣
講
夏
至
理
、
篤
盤
精
一

　
掃
墨
、
推
極
意
齊
治
平
得
道
、
務
使
學
問
功
至
、
理
欲
判
然
、
則
聖
心
正
、
而
天

　
心
無
不
順
夷
。
」
で
あ
る
。

④
黄
白
『
讐
椀
歳
事
』
巻
五
「
閲
武
庫
盗
」
に
、
「
…
…
乙
卯
（
宣
徳
十
年
）
春
、

　
七
宗
初
御
三
、
方
議
開
趨
勢
、
而
冥
官
王
子
葦
腰
膝
上
右
武
、
於
是
詔
在
廷
文
武

　
大
臣
、
借
振
当
武
將
盗
、
試
騎
射
而
殿
最
之
。
」
と
あ
る
。

⑤
景
泰
帝
の
即
位
詔
に
、
コ
、
朝
廷
及
軍
民
中
、
事
有
来
宜
、
及
利
口
當
興
・

　
害
有
當
除
者
、
許
諸
人
直
言
無
量
。
」
と
い
う
条
文
が
あ
る
（
『
英
宗
實
録
』
巻
一

　
八
三
　
正
統
十
四
年
九
月
癸
未
條
）
。

⑥
高
玉
門
翰
林
侍
講
學
士
周
公
叙
墓
表
」
（
『
國
朝
獄
徴
録
』
巻
二
三
）
は
、
周
叙

　
の
経
歴
に
つ
い
て
「
正
統
初
、
命
司
春
關
、
考
取
士
得
人
、
観
経
笹
講
官
、

　
…
…
」
と
伝
え
る
。
ま
た
、
周
壁
が
南
京
侍
講
藩
士
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
噸
英
宗

　
實
録
㎞
巻
一
四
七
　
正
統
十
一
年
十
一
月
癸
巳
條
に
確
認
で
き
る
。

⑦
製
酪
の
上
奏
の
原
文
は
、
讐
二
日
親
経
史
。
…
…
伏
望
殿
下
尋
問
翠
臣
、
開
閣

　
罷
書
史
、
選
學
識
純
正
者
、
與
之
講
論
義
理
、
因
可
詞
訪
時
政
、
庶
聰
明
日
益
、

　
治
道
有
資
。
…
…
王
慕
納
之
。
」
で
あ
る
（
隅
英
宗
實
録
㎞
巻
一
八
二
　
正
統
十
四

　
年
九
月
壬
午
條
）
。
こ
の
上
奏
は
、
周
叙
の
文
集
噸
石
漢
周
先
生
集
㎞
巻
五
に

　
「
安
邦
三
十
疏
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
周
叙
は
第
一
章
注
⑥

　
に
示
し
た
消
口
の
弘
文
閣
開
設
と
い
っ
た
故
事
を
踏
ま
え
て
「
閣
」
を
開
く
と
い

　
う
表
現
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑧
『
太
祖
實
録
』
巻
六
三
洪
武
四
無
毒
三
月
壬
午
條
に
拠
れ
ば
、
太
祖
は
、
常

　
に
東
閣
に
御
し
く
つ
ろ
い
で
い
た
が
、
御
史
中
丞
陳
寧
・
侍
御
史
商
嵩
が
奏
事
に

　
赴
い
た
際
、
冠
を
正
し
便
殿
に
て
会
見
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
洪
武
士
に
は
晩
朝

　
も
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
治
世
末
年
に
は
通
政
司
・
六
科
目
事
中
・

　
守
衛
窟
以
外
の
衙
門
は
、
「
軍
情
重
事
」
に
か
か
る
案
件
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
報

　
告
を
許
さ
れ
た
（
明
太
祖
實
録
』
巻
二
四
七
　
監
理
二
十
九
年
十
月
丁
酉
條
）
。
太

　
宗
は
、
六
部
尚
轡
・
「
近
臣
扁
に
対
し
て
、
「
早
朝
四
方
所
奏
事
多
、
君
臣
之
間
不

　
得
盤
罵
言
。
午
後
事
簡
、
二
等
有
所
欲
言
、
可
就
從
容
陳
論
。
母
以
將
哺
朕
倦
於

　
聴
納
。
…
…
」
と
指
示
し
て
い
る
（
噸
太
宗
實
録
』
巻
五
〇
　
永
福
四
年
正
月
丙

　
辰
條
）
。
お
そ
ら
く
、
太
祖
・
太
宗
は
、
早
朝
の
後
は
、
議
す
べ
き
用
件
が
持
ち

　
込
ま
れ
て
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
臣
僚
と
面
議
を
行
な
っ
て
い
た
。
真
宗
・
宣
宗
に

　
つ
い
て
雷
え
ば
、
時
時
に
大
臣
を
召
し
て
議
事
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
を
『
實

　
録
』
か
ら
確
認
で
き
る
が
、
場
所
は
一
定
し
て
お
ら
ず
、
宣
宗
が
、
朝
儀
の
後
に

　
翰
林
學
士
楊
博
と
会
見
し
た
際
、
齋
宮
が
用
い
ら
れ
た
例
す
ら
見
え
る
（
『
宣
宗

　
費
録
』
巻
五
〇
　
宣
徳
四
年
正
月
已
巳
條
）
。
宣
徳
に
到
っ
て
も
依
然
と
し
て
、

　
朝
儀
以
外
の
場
で
の
接
見
に
つ
い
て
確
た
る
制
度
は
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の

　
だ
ろ
う
。
な
お
、
第
一
章
注
⑳
に
引
く
「
講
平
編
」
と
と
も
に
王
整
が
た
て
ま
つ

　
つ
た
「
親
政
篇
扁
（
『
無
届
集
㎞
巻
二
〇
）
で
は
、
「
國
朝
、
聖
節
・
正
旦
・
冬
至

　
大
朝
會
、
則
奉
上
殿
、
即
古
之
正
朝
也
。
常
朝
則
奉
天
門
、
即
古
三
三
朝
也
。
而

　
内
朝
望
事
。
然
非
隠
蟹
、
華
藍
・
謹
身
・
武
英
等
殿
、
量
非
内
朝
之
遺
制
乎
。

　
…
…
今
内
朝
軍
復
臨
御
、
常
朝
之
後
、
人
臣
無
慮
進
見
、
三
殿
高
悶
、
鮮
或
窺

　
焉
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
王
整
の
言
に
拠
れ
ば
、
霜
朝
の
後
に
、
皇
帝
と
臣

　
僚
が
定
期
的
に
接
見
す
る
体
制
は
、
嘉
靖
初
年
の
時
点
で
も
な
お
確
立
さ
れ
て
い

　
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

⑨
以
下
に
、
当
時
提
出
さ
れ
た
主
な
意
見
を
紹
介
す
る
。
十
三
道
監
察
御
史
秦
順

　
等
は
、
四
五
人
の
線
材
を
内
閣
に
配
置
し
て
、
朝
儀
よ
り
退
い
た
時
に
、
彼
等
を

　
文
華
殿
に
召
し
て
、
日
々
上
奏
さ
れ
る
事
案
に
つ
い
て
、
議
論
す
る
よ
う
求
め
た
。
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そ
の
上
で
、
処
置
し
難
い
案
件
が
あ
れ
ば
、
「
大
臣
」
を
あ
ま
ね
く
ま
ね
い
て
會

　
議
を
行
な
う
よ
う
主
張
し
て
い
る
（
『
英
宗
實
録
幅
巻
一
八
三
　
正
統
十
四
年
九

　
月
壬
寅
條
）
。
ま
た
、
翰
林
院
侍
講
劉
定
之
は
、
政
事
に
つ
い
て
早
朝
か
ら
の
朝

　
儀
で
決
定
に
到
ら
な
か
っ
た
案
件
が
あ
れ
ば
、
醗
々
便
殿
に
赴
い
て
、
そ
こ
で

　
「
大
臣
」
に
報
告
さ
せ
、
「
署
官
」
に
そ
の
意
見
の
邪
正
を
考
察
し
た
上
で
糾
弾

　
さ
せ
、
さ
ら
に
「
史
官
」
に
そ
の
単
動
を
記
録
さ
せ
て
、
後
世
に
懲
戒
を
遺
す
、

　
と
い
う
方
法
を
構
想
し
て
い
た
。
劉
定
之
は
、
こ
の
よ
う
な
体
制
を
以
っ
て
「
葡

　
代
故
事
・
祖
宗
成
法
眼
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
が
（
同
轡
巻
～
八
田
　
同
年

　
十
月
乙
亥
條
及
び
劉
定
之
『
呆
海
曹
稿
睡
巻
一
「
崇
泰
登
極
建
雷
駅
鈴
」
）
、
正
統

　
以
前
に
、
こ
の
よ
う
な
形
式
を
以
っ
て
政
策
論
議
が
行
な
わ
れ
た
事
例
は
管
見
の

　
限
り
確
認
で
き
な
い
。
翰
林
院
侍
講
呉
節
は
、
午
朝
を
実
施
し
、
「
近
臣
」
を
便

　
殿
に
引
き
入
れ
、
「
用
入
得
失
」
「
髪
型
利
鈍
」
門
生
民
休
戚
」
、
そ
し
て
古
人
が
行

　
つ
た
方
策
で
現
在
に
於
い
て
も
実
行
す
べ
き
も
の
な
ど
に
つ
い
て
、
議
論
す
る
よ

　
う
主
張
し
て
い
る
（
岡
書
巻
｝
八
五
　
同
年
十
一
月
庚
辰
條
）
。
た
だ
、
呉
節
が

　
言
う
門
近
臣
縣
が
何
を
指
す
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
そ
し
て
、
兵
部
職
方
郎
中

　
藩
主
は
、
経
莚
を
開
設
し
て
、
団
々
午
朝
を
行
う
よ
う
求
め
、
上
奏
さ
れ
た
事
案

　
に
、
急
務
が
あ
れ
ば
、
「
翰
林
井
在
廷
老
成
大
臣
」
を
召
し
て
議
論
す
る
よ
う
述

　
べ
る
。
そ
し
て
、
在
京
衙
門
に
機
密
に
関
わ
る
案
件
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
堂
上

　
官
に
そ
の
要
皆
を
と
り
ま
と
め
さ
せ
、
皇
帝
に
体
漏
し
た
上
で
報
告
さ
せ
、
皇
帝

　
自
ら
が
処
断
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
（
同
書
巻
一
八
八
　
景
泰
元
年
閏
正
月
辛

　
酉
條
）
。
こ
の
よ
う
に
、
土
木
の
変
直
後
、
皇
帝
と
甑
僚
と
が
接
兇
す
る
機
会
を

　
構
築
す
る
よ
う
求
め
る
上
奏
が
立
て
続
け
に
為
さ
れ
た
が
、
挙
々
の
臣
僚
が
想
定

　
し
て
い
た
体
制
は
一
様
で
は
な
か
っ
た
。

⑩
周
叙
の
上
奏
の
原
文
は
、
⊃
、
斎
堂
莚
、
備
講
論
暮
封
之
益
。
臣
樵
人
君
進

　
徳
莫
大
於
開
経
鑓
、
必
選
純
謹
蕉
直
博
學
明
識
之
士
充
之
、
講
論
経
史
、
畢
、
即

　
賜
本
官
凋
封
、
以
盗
訪
時
政
得
失
・
人
才
賢
否
、
庶
決
塾
蔽
益
聰
明
、
而
聖
學
充

　
君
道
正
契
。
必
令
内
外
大
小
近
臣
退
避
梢
遠
、
則
愚
筆
者
得
謹
誠
献
言
、
不
致
宣

　
泄
、
而
治
理
有
稗
。
」
（
『
石
漢
周
先
生
集
』
巻
五
「
制
治
保
邦
疏
」
）
で
あ
る
。
こ

　
の
疏
は
、
『
英
宗
實
録
』
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
冒
頭
部
に
門
臣
伏
親
今
年

　
九
月
初
六
日
認
轡
、
恭
惟
皇
帯
陛
下
照
臨
大
賓
、
…
…
伏
讃
詔
篠
載
朝
廷
及
軍
民

　
中
事
有
未
篁
、
及
利
有
轍
興
・
害
有
無
除
、
許
諸
人
直
謝
無
縫
。
欽
此
。
」
と
あ

　
り
、
景
泰
帝
即
位
詔
を
う
け
て
著
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑪
　
監
察
御
史
秦
順
等
、
及
び
兵
部
卿
中
王
偉
の
上
奏
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
章

　
注
⑨
を
参
照
の
こ
と
。

⑫
李
時
勉
八
隅
廉
文
集
山
山
五
「
送
楊
少
保
省
祭
序
扁
に
、
「
正
統
六
年
春
、
少

　
保
禮
部
尚
書
南
郡
揚
公
上
章
乞
電
環
先
報
、
皇
上
許
之
。
詔
兵
部
給
騨
傳
、
光
禄

　
備
厨
僕
、
明
日
賜
以
勅
書
、
質
以
繰
幣
金
吊
甚
厚
。
且
命
内
臣
送
吟
行
、
凡
憧
隷

　
之
在
行
者
、
砦
給
虞
餓
。
又
明
日
公
入
館
莚
稽
謝
、
上
温
男
食
之
、
且
日
「
卿
往
、

　
等
速
來
、
朕
延
滞
湖
岸
突
。
」
」
と
あ
る
。

⑬
　
第
一
章
注
⑥
に
引
く
、
『
生
傷
圏
点
㎏
の
記
事
を
参
照
の
こ
と
。

⑭
許
仕
達
の
言
は
、
日
英
宗
實
録
騙
巻
一
九
六
景
泰
元
年
九
月
甲
子
條
に
見
え
、

　
「
…
…
今
春
陛
下
暴
経
莚
葱
典
、
既
有
意
乎
此
突
。
然
毎
月
不
過
初
六
・
十
六
・

　
二
十
六
、
三
日
　
閥
已
。
如
遇
寒
暑
、
援
例
停
止
。
…
…
正
統
問
、
上
下
蒙
蔽
、
無

　
敢
言
者
、
醸
成
大
患
、
陛
下
明
知
之
　
。
今
又
欲
因
循
故
事
、
踊
襲
前
轍
、
恐
非

　
所
以
奉
遷
乎
天
意
。
此
臣
所
以
冒
萬
死
爲
陛
下
雷
之
。
今
陛
下
欲
實
明
聖
學
、
以

　
立
大
本
、
以
上
天
意
、
遅
脈
暴
富
莚
号
外
、
延
儒
臣
深
明
理
尊
者
、
寅
之
便
殿
、

　
不
論
寒
暑
、
但
於
慮
務
之
除
、
即
與
講
求
経
史
、
…
…
」
と
あ
る
。
こ
の
欝
に
対

　
し
て
、
崇
泰
帝
は
「
所
雪
皆
當
、
於
理
聖
學
、
朕
自
加
勉
一
と
応
え
て
い
る
。
な

　
お
、
許
子
達
の
上
奏
に
見
え
る
門
上
下
鉱
毒
扁
と
い
う
表
現
の
出
典
は
、
隅
春
秋

　
左
氏
億
』
僖
公
二
十
四
年
春
三
月
条
に
あ
る
「
下
機
其
罪
、
懸
賞
其
実
、
上
下
相

　
蒙
、
難
輿
虞
爽
。
」
と
い
う
介
子
推
の
言
で
あ
ろ
う
。
許
仕
丁
は
、
『
左
傳
隔
の
故

　
華
を
踏
ま
え
て
、
王
振
が
増
長
し
て
い
っ
た
正
統
期
の
政
情
を
痛
烈
に
批
判
し
た

　
の
で
あ
る
。

⑮
　
土
木
の
変
発
生
直
後
、
忌
門
左
門
に
御
し
た
邸
王
に
対
し
て
、
都
響
院
右
都
御
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千
言
鑑
が
諸
大
臣
と
共
同
で
啓
し
、
王
振
専
権
時
期
の
乱
政
を
総
括
し
て
、
王
振

　
一
党
に
対
す
る
処
罰
を
求
め
た
。
こ
の
中
で
、
彼
等
は
、
例
え
ば
「
…
…
遽
者
胡

　
竈
犯
邊
、
止
宜
命
將
討
罪
、
縁
振
乃
山
西
人
、
因
見
大
同
有
警
、
逼
脅
聖
駕
親
征
、

　
悪
意
歎
危
、
躬
冒
矢
石
、
既
習
保
全
其
家
、
又
欲
先
竜
花
第
、
増
一
己
之
威
勢
、

　
屈
萬
乗
之
尊
嚴
。
彼
時
文
武
皐
臣
恐
陥
不
測
之
禍
、
上
葉
山
留
、
皇
上
畏
其
強
慎

　
藩
臣
、
不
二
巴
諭
強
行
。
…
…
」
と
述
べ
て
い
る
（
『
英
宗
實
録
㎞
巻
一
八
一

　
正
統
十
四
年
八
月
庚
午
條
）
。
実
際
に
王
振
が
英
宗
を
「
逼
脅
」
し
た
の
か
は
と

　
も
か
く
、
英
宗
の
行
動
が
王
振
の
主
導
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
土
木
の
変
を
引
き

　
起
こ
し
た
直
接
的
原
因
で
あ
っ
た
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

⑯
進
講
の
開
始
を
伝
え
る
勅
は
、
噌
英
宗
實
録
㎞
巻
一
九
六
量
泰
元
年
九
月
癸

　
丑
條
に
見
え
て
お
り
、
同
條
に
は
「
循
・
穀
・
淵
・
麗
日
侍
講
護
。
」
と
い
う
記

　
述
が
あ
る
。
な
お
、
経
莚
が
月
三
國
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
つ

　
い
て
は
、
本
章
注
⑭
に
引
く
許
仕
達
の
雷
よ
り
確
認
で
き
る
。

⑰
　
『
英
宗
實
録
節
巻
～
八
九
　
景
泰
発
年
二
月
恵
贈
條
に
見
え
る
。
こ
の
隠
、
高

　
穀
は
、
門
奈
臣
年
當
六
十
老
病
侵
、
尋
才
識
最
下
、
筆
力
生
疎
…
…
扁
と
述
べ
て
、

　
「
伏
乞
賜
臣
事
理
内
閣
之
事
及
不
與
忘
憂
之
列
、
傅
得
專
侍
経
莚
、
日
進
講
説
、

　
紬
繹
義
理
、
商
確
古
今
、
以
少
憩
聖
學
於
萬
一
。
偏
と
請
う
た
。
筆
力
生
湿
と
述

　
べ
て
い
る
の
で
、
「
内
閣
之
事
扁
と
は
詔
書
の
作
製
で
あ
ろ
う
。

⑱
景
泰
三
年
七
月
、
商
穀
は
内
閣
で
の
職
務
を
免
じ
ら
れ
る
よ
う
講
い
、
「
働
日

　
経
鐘
進
講
、
或
導
輔
東
宮
…
…
」
と
さ
れ
る
よ
う
求
め
て
い
る
（
『
英
宗
實
録
』

　
巻
二
　
八
　
景
泰
三
年
七
月
癸
卯
條
）
。
さ
ら
に
、
高
書
は
同
年
｝
○
月
に
、
「
経

　
鑓
毎
日
講
無
官
及
文
淵
閣
辮
門
下
」
の
補
充
を
求
め
て
い
る
（
同
巻
二
二
二
　
同

　
年
十
月
戊
戌
條
）
。
日
講
が
行
な
わ
れ
続
け
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
言

　
辞
が
為
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
景
泰
五
年
一
二
月
に
、
雲
南
虚
仁
騨
騨
丞

　
尚
槻
の
上
言
に
応
じ
て
為
さ
れ
た
会
議
の
結
果
を
報
告
す
る
禮
都
尚
書
胡
淡
等
の

　
言
に
「
皇
上
自
即
位
以
來
、
経
莚
進
講
来
嘗
暫
轍
、
…
…
」
と
見
え
る
（
同
巻
二

　
四
八
　
五
年
十
二
月
辛
卯
條
）
。
こ
の
言
を
信
じ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
景
泰
五
年

　
ま
で
経
莚
は
停
止
さ
れ
る
こ
と
な
く
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

⑲
陳
循
・
高
欄
が
正
統
の
進
講
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
｝
章
注

　
⑳
に
引
く
「
陳
循
墓
誌
銘
」
を
参
照
の
こ
と
。
懸
紐
の
入
閣
は
、
『
英
宗
實
録
㎞

　
巻
一
一
五
　
正
統
．
九
年
四
月
丙
戌
條
に
見
え
、
高
穀
の
入
閤
は
、
『
英
宗
實
録
㎞

　
巻
＝
　
一
四
　
正
統
十
年
十
月
戊
辰
條
に
見
え
る
。

⑳
陳
循
の
文
集
『
芳
洲
文
集
幅
巻
二
に
は
「
代
総
轄
政
認
」
な
る
文
章
が
見
え
る

　
が
、
『
英
宗
實
録
画
巻
一
入
選
　
正
統
十
四
年
九
月
癸
未
條
が
収
め
る
即
位
詔
と

　
比
較
す
る
と
、
両
者
が
同
一
で
あ
り
、
陳
循
が
漿
泰
帝
の
即
位
詔
策
定
に
与
っ
た

　
こ
と
が
窺
が
え
る
。
な
お
、
英
宗
復
辟
後
に
、
遼
東
鐵
薫
掛
に
て
軍
籍
に
つ
け
ら

　
れ
た
陳
循
は
、
原
籍
へ
の
放
回
を
乞
う
た
際
に
、
「
老
年
遭
逢
藤
王
、
御
世
原
在

　
内
閣
黙
黙
、
日
銀
制
嘗
膿
式
、
衡
蕗
任
用
、
…
…
」
と
、
自
ら
が
景
泰
帝
に
任
用

　
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
契
機
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
（
『
英
宗
實
録
㎞
巻
三
三
五

　
天
順
五
年
十
二
月
庚
寅
條
）
。
ま
た
、
商
穀
に
つ
い
て
は
、
李
賢
『
古
穣
集
輪
巻

　
一
二
「
工
部
尚
隠
語
身
殿
大
曲
士
轟
轟
閣
大
學
士
致
仕
高
公
神
道
碑
銘
」
に
、

　
「
乙
丑
（
正
統
十
年
）
、
進
工
部
右
侍
郎
兼
侍
講
學
喜
入
内
閣
知
制
諮
。
」
と
あ
り
、

　
正
統
期
よ
り
詔
書
の
作
製
に
与
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑳
義
脚
の
入
閣
は
、
『
英
宗
實
録
風
巻
一
八
　
正
統
十
圏
年
八
月
丙
子
條
に
見

　
え
、
「
從
學
士
陳
循
・
高
穀
暴
也
」
と
あ
る
。
ま
た
、
江
淵
の
刑
部
右
侍
郎
就
任

　
を
伝
え
る
記
事
は
、
同
書
巻
一
八
二
　
同
年
九
月
庚
賞
讃
に
あ
り
、
江
淵
は
、
杜

　
寧
の
南
京
右
侍
郎
就
任
と
同
時
に
刑
部
右
侍
郎
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
記
事
に
は

　
「
以
戸
部
尚
書
兼
翰
林
院
攣
士
陳
循
薦
暴
酒
糞
壷
有
文
學
材
能
老
成
堪
任
也
」
と

　
あ
る
。
江
淵
の
入
閣
は
逸
書
巻
一
九
五
　
票
泰
元
年
八
月
辛
卯
酉
よ
り
確
認
で
き

　
る
。

⑫
　
『
英
宗
實
録
臨
巻
　
九
六
　
景
泰
光
年
九
月
庚
戌
條
、
つ
ま
り
進
講
開
始
勅
が

　
下
さ
れ
る
三
日
前
の
記
事
は
、
景
泰
帝
が
商
酪
…
に
「
今
開
経
莚
、
正
資
顧
問
、
爾

　
尚
愁
稠
、
門
徒
謙
譲
。
」
と
伝
え
た
こ
と
を
記
す
。

⑬
　
第
一
達
識
⑥
に
示
し
た
糊
仁
宗
實
録
㎞
の
記
事
に
見
え
る
よ
う
に
、
仁
宗
が
弘
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文
閣
を
設
置
し
た
目
的
の
一
つ
は
、
「
顧
問
」
に
備
え
る
人
材
を
そ
こ
に
配
遣
す

　
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
任
用
さ
れ
た
楊
薄
等
に
対
し
て
、
仁
宗
は
「
朕
用

筆
等
於
左
右
、
非
止
磯
廻
學
問
、
亦
欲
駅
知
民
事
、
二
五
道
之
助
。
」
と
任
用
の

　
意
図
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
宣
徳
初
年
、
宣
宗
は
皇
太
孫
時
代
に
自
ら
の
教
育

　
係
を
つ
と
め
た
単
座
・
張
瑛
等
を
重
用
し
て
い
た
が
、
彼
ら
と
と
も
に
門
顧
問
」

　
を
受
け
て
い
た
総
廠
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
、
「
宣
徳
丁
未
、
受
命
直
文
華
殿
、

　
煎
酒
省
陳
山
・
張
悪
日
侍
左
右
備
顧
問
、
屡
直
言
有
所
陳
説
。
」
（
籍
鎌
『
尚
約
文

　
紗
㎞
巻
十
門
太
子
太
保
兼
兵
部
尚
書
贈
特
進
光
禄
大
夫
左
柱
國
太
子
識
忠
嚢
儀
公

　
墓
誌
銘
」
）
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
か
か
る
書
き
方
か
ら
は
、
門
顧
問
」
が
行
わ
れ

　
た
場
で
は
、
時
に
諌
言
を
含
ん
だ
意
見
の
開
陳
も
行
な
わ
れ
て
い
た
印
象
を
受
け

　
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
推
せ
ば
、
「
顧
問
」
と
い
う
語
に
は
、
単
な
る
学
問
研

　
究
に
於
け
る
質
疑
と
い
っ
た
程
度
以
上
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
了
解
で

　
き
る
だ
ろ
う
。

⑭
　
例
え
ば
、
楊
士
奇
は
「
別
品
世
紀
」
に
於
い
て
、
皇
帝
が
学
問
を
行
う
意
義
に

　
つ
い
て
述
べ
、
「
宗
社
永
安
、
皇
嗣
永
田
、
天
下
蒙
福
、
永
遠
太
平
、
書
士
根
本
、

　
在
致
力
於
璽
學
。
自
古
賢
聖
之
岩
、
未
有
畜
無
論
能
致
治
者
也
。
」
と
説
い
て
い

　
る
。

⑳
　
闘
竃
宗
門
録
㎞
巻
五
六
　
宣
徳
四
年
七
月
已
影
藤
に
、
「
車
駕
臨
文
淵
閣
、
與
少

　
俳
楊
士
奇
・
太
子
少
百
事
榮
論
経
史
、
遂
盗
政
務
。
…
…
扁
と
あ
る
。

⑳
景
泰
二
年
七
月
過
禮
部
儀
制
司
郎
中
章
論
が
、
讐
三
瀾
面
議
大
政
、
在
委
任
孤

　
卿
。
臣
二
曲
上
記
早
・
握
翫
退
、
瞥
見
便
殿
、
將
臣
民
話
題
事
務
、
公
狐
主
議
、

　
六
卿
論
難
、
塁
諌
参
議
、
選
馬
入
閤
、
計
議
匿
腱
。
如
此
則
庶
事
無
不
理
突
。
」

　
と
、
特
定
の
臣
僚
を
内
闘
に
選
入
し
政
事
を
如
何
に
処
概
す
べ
き
か
議
論
さ
せ
る

　
よ
う
要
請
し
た
。
こ
の
時
、
「
内
閣
薬
園
陳
降
等
、
不
必
別
選
。
」
と
い
う
回
答
が

　
下
さ
れ
、
薫
製
等
を
内
閣
に
配
管
し
て
い
る
の
で
、
あ
ら
た
め
て
別
の
人
材
を
抜

　
擢
す
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
意
志
が
示
さ
れ
て
い
る
（
『
英
宗
實
録
㎞
巻
二
〇

　
六
　
景
泰
二
年
七
月
癸
亥
條
）
。

⑳
　
な
お
、
『
英
宗
實
録
㎞
巻
二
〇
七
　
景
泰
二
年
八
月
辛
巳
條
に
は
、
「
命
彷
奮
制

　
午
朝
。
」
と
あ
り
、
臣
僚
た
ち
の
要
講
に
応
え
る
か
の
よ
う
に
、
午
朝
も
行
な
わ

　
れ
る
に
到
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
葉
盛
㎎
水
束
日
記
㎞
巻
一
「
奏
請
午

　
朝
｝
は
、
景
泰
年
間
に
都
給
事
中
だ
っ
た
林
聰
の
「
闘
禁
中
近
習
刻
龍
船
、
朝
下

　
即
事
射
魚
、
画
趣
爲
樂
、
或
日
夏
始
休
。
奈
何
。
予
科
有
事
朝
之
請
。
奏
既
入
、

　
内
批
即
下
、
刻
日
受
朝
。
頗
聞
傷
心
蓋
太
監
心
安
等
極
力
賛
嚢
。
…
…
」
と
い
う

　
言
を
伝
え
て
い
る
。
英
宗
復
辟
直
後
に
失
脚
す
る
目
安
の
影
響
力
が
垣
間
見
え
る

　
こ
と
か
ら
、
こ
の
記
事
は
景
泰
期
の
事
跡
を
伝
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ

　
ば
、
本
章
注
⑧
に
示
し
た
太
祖
・
太
宗
期
の
事
例
と
同
様
、
景
二
期
の
窪
目
も
、

　
恒
常
的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
臣
僚
の
要
請
が
あ
っ
て
初
め
て
行
わ

　
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
が
え
る
の
で
あ
る
。

⑳
本
章
注
⑯
に
示
し
た
章
総
の
上
奏
に
は
、
「
二
日
絹
煕
聖
學
、
在
儒
臣
直
説
。

　
臣
惟
今
経
莚
進
講
、
止
以
善
可
法
者
爲
雷
、
術
文
封
語
、
以
慮
故
事
、
當
直
講
歴

　
代
経
史
治
乱
得
失
之
機
・
盛
衰
興
慶
之
故
、
則
聖
學
日
新
夷
。
」
と
い
う
条
も
存

　
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
景
工
面
は
、
「
…
…
講
平
野
設
経
莚
。
」
と
答
え
て
い
る
。

⑳
陳
循
が
翰
林
官
の
補
充
を
求
め
た
こ
と
は
、
咽
英
宗
實
録
玉
野
一
八
六
正
統

　
十
四
年
十
二
月
辛
酉
條
に
見
え
る
。
そ
し
て
、
同
巻
同
月
戊
辰
條
に
「
陞
翰
林
院

　
修
撰
商
酪
・
彰
時
好
爲
本
院
侍
讃
、
高
欄
吉
士
萬
安
・
常
吉
・
劉
翔
・
李
泰
倶
爲

　
本
院
編
修
、
邪
譲
・
訳
本
倶
爲
本
院
検
討
。
」
と
見
え
る
。
本
章
注
⑯
に
示
し
た

　
よ
う
に
、
維
莚
が
始
ま
っ
た
時
、
商
酪
は
「
日
侍
講
讃
」
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

　
に
、
同
巻
～
九
六
　
景
泰
元
年
九
月
凶
日
條
に
拠
れ
ば
、
上
安
・
劉
吉
・
劉
翔
．

　
李
泰
・
頑
癬
が
「
分
蔵
侍
講
」
す
る
立
場
を
得
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、

　
一
四
年
一
二
月
に
彼
等
と
と
も
に
陞
任
を
蒙
っ
た
彰
時
は
、
経
莚
が
始
ま
る
前
か

　
ら
継
母
の
喪
に
服
し
て
い
た
（
同
巻
一
八
八
　
景
泰
元
年
閏
正
月
丁
卯
條
）
。
つ

　
ま
り
、
正
統
一
四
年
ご
一
月
置
陞
任
・
任
胴
を
蒙
っ
た
人
聞
た
ち
は
、
こ
の
彰
時

　
を
除
け
ば
、
槍
討
李
本
の
ほ
か
は
、
み
な
景
泰
帝
の
経
莚
に
参
与
す
る
こ
と
に
な

　
つ
た
の
で
あ
る
。
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⑳
　
景
泰
元
年
五
月
、
虜
使
よ
り
「
講
和
が
な
り
軍
を
退
け
ば
、
望
む
な
ら
ば
上
皇

　
を
返
還
し
て
も
よ
い
云
々
」
と
量
口
う
意
向
が
伝
わ
っ
た
時
、
景
泰
帝
は
陳
循
等
を

　
文
華
殿
に
召
し
て
善
後
策
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
て
い
る
（
『
英
宗
實
録
』
巻
｝

　
九
二
　
景
泰
元
年
五
月
見
識
條
）
。

⑪
　
「
陳
循
墓
誌
銘
」
に
、
「
甲
子
（
正
統
九
年
）
三
月
、
少
師
老
公
士
奇
卒
。
四
月

　
二
日
、
上
在
城
莚
命
公
入
文
淵
閣
用
事
。
既
而
中
事
傳
旨
、
凡
慮
面
識
文
字
及
大

　
官
給
膳
、
悉
同
士
奇
、
日
薫
習
莚
、
講
説
経
史
故
事
如
故
。
」
と
あ
る
。

⑳
黄
鍮
明
讐
塊
歳
満
幅
巻
七
州
金
銭
銀
豆
」
に
州
薫
風
初
、
開
墾
麺
、
…
…
相
傳

　
云
、
五
時
毎
巌
窟
、
命
中
蜜
布
金
銭
於
地
、
令
属
官
拾
之
、
以
爲
恩
典
。
高
穀
年

　
六
十
徐
、
惰
仰
不
便
、
慨
莫
能
得
。
有
一
講
官
忘
其
氏
名
、
常
拾
以
貼
出
、
有
識

　
者
重
罰
媒
漬
。
…
…
」
と
あ
る
。

⑳
　
『
英
宗
實
録
臨
巻
二
〇
八
　
景
泰
二
年
九
月
丙
申
條
に
、
「
戸
部
尚
書
兼
翰
林
院

　
學
士
陳
循
奏
「
…
…
又
臣
宝
貝
蒙
聖
上
選
任
同
工
経
難
事
。
無
学
黒
日
、
班
或
列

　
於
六
卿
之
下
、
肌
心
識
血
佃
笑
砧
辱
此
職
、
自
習
等
不
才
始
也
｝
。
：
：
：
況
於
聖
明
講
猟
業

　
文
物
元
朝
、
内
閣
・
経
莚
神
明
制
作
之
所
可
以
南
乎
。
偏
」
と
見
え
る
。
こ
の
時
陳

　
循
は
、
内
閣
が
沽
価
と
機
密
の
重
務
を
管
掌
す
る
重
要
な
衙
門
で
あ
る
こ
と
を
強

　
調
し
、
早
朝
に
お
け
る
そ
の
立
ち
位
置
の
是
正
と
、
午
朝
で
六
部
・
五
府
に
先
立

　
っ
て
奏
事
を
行
な
う
こ
と
も
求
め
た
。
結
果
、
詔
が
下
さ
れ
、
「
常
朝
、
内
閤
學

結
に
か
え
て

　
士
與
錦
衣
衙
官
東
西
封
立
。
経
莚
日
、
同
知
経
莚
事
序
干
尚
書
・
都
御
史
上
。
午

　
朝
、
翰
林
院
先
艶
事
。
」
と
指
示
さ
れ
た
。

⑭
正
徳
『
明
會
典
』
巻
一
七
四
門
翰
林
院
」
の
項
に
は
、
「
凡
無
罪
、
欽
命
内
閤

　
學
士
知
経
籠
事
或
同
知
経
莚
事
、
班
倶
在
尚
書
・
都
御
史
上
。
…
…
偏
と
い
う
規

　
定
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
若
干
の
異
同
は
あ
る
が
、
同
内
容
が
萬
暦
『
明
・
稀
世
臨
巻

　
工
二
一
に
も
見
え
る
。
た
だ
、
『
英
宗
實
録
㎞
巻
一
四
　
正
統
元
年
二
月
丙
辰
條

　
に
見
え
る
経
鰭
袖
注
に
は
、
「
一
、
毎
月
初
二
・
十
二
・
工
十
二
會
講
。
…
…
上

　
御
蚕
天
門
早
朝
、
畢
、
退
御
文
華
殿
、
將
軍
侍
衛
如
常
儀
。
鴻
臆
議
官
引
三
師
・

　
温
低
・
尚
書
・
都
御
史
・
學
薪
能
講
讃
執
事
等
宮
於
暴
騰
上
、
行
五
更
三
叩
頭
禮
、

　
畢
、
以
次
上
殿
、
依
品
級
東
西
直
立
。
」
と
あ
り
、
正
統
の
時
点
で
は
、
内
閣
官

　
が
帯
び
る
「
同
知
経
莚
事
」
と
い
う
立
場
に
拠
っ
て
立
ち
位
置
が
定
め
ら
れ
て
い

　
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑮
『
孝
宗
實
録
㎏
巻
＝
二
弘
治
元
年
四
月
壬
戌
條
に
、
「
右
春
坊
右
庶
子
兼
翰
林

　
院
侍
講
王
臣
奏
「
…
…
姦
濫
祖
宗
朝
當
銭
糧
莚
、
難
酷
寒
盛
暑
、
未
嘗
輕
綴
。
其

　
講
事
忌
臣
、
執
経
黒
白
、
絶
無
避
思
。
正
統
・
景
泰
間
経
鑓
起
止
日
期
井
所
撰
講

　
章
如
在
内
閣
、
歴
歴
可
考
。
…
…
伏
望
遠
稽
往
古
、
近
法
祖
宗
、
極
値
大
講
毎
月

　
野
次
、
立
直
正
統
・
景
泰
年
間
薔
規
、
大
畠
寒
暑
不
較
、
講
官
敷
陳
、
侃
使
無
所

　
顧
忌
。
…
…
」
」
と
見
え
る
。

　
本
論
で
看
て
き
た
よ
う
に
、
皇
帝
に
対
す
る
進
講
は
、
元
来
は
幼
年
で
即
位
し
た
英
宗
を
教
導
す
る
た
め
に
、
皇
太
子
敏
育
の
延
長
と
し
て

実
施
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
土
木
の
変
後
に
、
視
朝
以
外
の
時
間
に
下
僚
と
接
見
す
る
機
会
を
確
保
す
る
よ
う
求
め
る
上
奏
が
相
次
ぐ
中
、
そ
れ

に
応
え
る
よ
う
に
経
莚
が
開
設
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
皇
帝
が
成
年
で
あ
り
な
が
ら
も
、
進
講
に
よ
る
教
導
の
対
象
と
さ
れ
る
に
到
っ
た
の
で
あ

る
。
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こ
の
経
莚
に
は
、
皇
帝
の
生
活
が
放
恣
に
流
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
、
と
い
う
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
政
変
に
よ
っ
て
復
辟
し
た
英

宗
は
、
再
度
の
治
世
に
於
い
て
、
軍
書
の
後
も
章
奏
の
閲
覧
に
つ
と
め
、
内
閣
大
學
士
李
賢
等
に
政
策
審
議
を
委
任
し
て
い
た
、
と
伝
え
ら
れ

①る
。
こ
の
よ
う
に
皇
帝
が
臣
僚
の
輔
導
の
も
と
で
政
務
に
励
ん
だ
天
順
期
に
在
っ
て
、
経
学
実
施
が
要
請
さ
れ
た
形
跡
は
窺
が
え
な
い
。
こ
の

こ
と
か
ら
も
、
景
泰
期
に
皇
帝
に
対
し
て
進
講
の
実
施
を
も
と
め
た
臣
僚
た
ち
の
意
図
が
那
辺
に
あ
っ
た
の
か
、
推
測
で
き
よ
う
。

　
成
魚
以
後
に
な
る
と
、
新
帝
が
即
位
す
る
た
び
に
、
進
講
の
精
励
を
求
め
る
上
奏
が
頻
々
と
為
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
か
か
る
事
実

は
、
各
代
の
『
實
樽
町
を
ひ
も
と
け
ば
、
容
易
に
確
認
で
き
る
。
例
え
ば
、
明
代
史
上
最
も
無
軌
道
な
皇
帝
で
あ
っ
た
武
宗
の
正
徳
元
年
六
月
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

経
莚
が
停
止
さ
れ
た
時
、
曲
道
官
は
、
視
朝
以
外
の
時
に
遊
楽
に
ひ
た
る
こ
と
が
な
い
よ
う
戒
め
て
い
る
。
正
統
・
景
泰
期
に
、
日
々
の
進
講

の
実
施
を
も
規
定
し
た
群
落
が
定
め
ら
れ
た
結
果
、
経
鐘
の
実
施
は
皇
帝
の
B
常
生
活
を
＝
疋
程
度
廷
臣
た
ち
の
管
理
化
に
置
く
為
の
手
段
と

な
っ
て
い
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
経
莚
の
停
止
が
危
惧
さ
れ
た
時
、
朝
儀
以
外
の
蒔
問
に
於
け
る
皇
帝
の
活
動
を
把
握
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ

が
、
臣
僚
た
ち
の
脳
裏
を
ま
ず
よ
ぎ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
経
麺
の
管
掌
を
以
っ
て
、
「
漁
師
」
の
立
場
を
得
た
内
閣
官
は
、
よ
り
重
大
な
る
責
務
を
帯
び
た
存
在
へ
と
変
化
を
遂
げ
た
、

と
も
言
え
る
。
幼
帝
即
位
か
ら
土
木
の
変
に
到
る
、
雷
わ
ば
危
機
の
時
代
を
経
て
形
成
さ
れ
た
職
責
を
担
っ
た
こ
と
で
、
内
閣
官
の
存
在
意
義

は
確
固
と
し
た
も
の
と
成
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
①
咽
英
宗
實
録
』
巻
二
九
六
天
主
二
年
十
月
戊
辰
條
に
「
上
置
内
談
臣
李
賢
、
　
　
②
『
武
宗
實
録
葱
巻
～
四
正
徳
元
年
六
月
癸
酉
條
に
、
「
六
科
悪
事
中
張
良
弼
・

　
　
謂
日
「
朕
毎
間
奏
章
、
無
不
親
閲
、
易
決
者
即
漸
、
有
難
決
者
付
卿
等
計
議
、
期
　
　
　
　
　
十
三
道
管
悪
銀
卓
早
漏
炎
異
撒
見
上
言
八
事
。
日
正
君
徳
、
謂
近
三
災
暑
暫
畷
経

　
　
必
欝
欝
後
出
。
」
隠
球
「
臣
等
所
見
未
必
皆
様
、
更
望
陛
下
留
心
審
庭
、
務
求
至
　
　
　
　
　
笙
、
欲
調
掻
聖
躬
、
以
裁
決
萬
機
也
。
顧
乃
退
朝
之
絵
、
即
群
遊
樂
、
甚
爲
盛
徳

　
　
常
、
然
後
施
行
、
則
政
無
不
善
者
夷
。
駄
上
議
「
然
。
」
…
…
」
と
あ
る
。
李
賢
　
　
　
　
墨
型
。
請
自
今
雷
露
里
白
干
祖
訓
及
先
帝
遺
命
者
、
通
詳
論
絶
。
…
…
倶
下
所
司

　
　
「
天
順
日
録
」
（
『
古
穣
集
轍
巻
二
五
・
二
六
）
に
も
、
同
様
の
英
宗
の
事
蹟
を
伝
　
　
　
　
　
知
之
。
」
と
あ
る
。

　
　
え
る
記
事
が
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
北
大
学
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）
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　　　A　Study　of　the　Process　of　the　Formation　of　the　Ming　Grand

Secretariat，　Focusing　on　an　Analysis　of　Establishment　of　the　System

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　the　Classics　Colioquium

by

TAKAHASHI　T6ru

　　The　grand　secretariat（nei．creguan内閣官），　which　was　established　during

the　reign　of　the　Ming　Emperor　Yong｝e　〈1403－1424），　continued　to　maintain　a

steady　influence　on　the　politics　of　the　day　within　the　political　system　of　the

Ming　dynasty．　One　of　the　specific　responsibilities　borBe　by　the　grand

secretariat　was　to　present　lectures　to　the　emperor，　in　other　words　it　was

charged　with　classics　colloquium，（ガ㎎フαπ経莚）．　In　addit圭on，　it　can　be

assumed　that　as　a　result　of　implementing　the　classics　colloquium　it　is

possible　that　the　formation　pf　a　path　for　promotion　of　Ming－dynasty

bureaucrats　of　the　Hanlin　Academy　to　the　grand　secretariat　was　advanced．

Therefore，　in　the　study　of　the　history　of　the　grand　secretariat　system，　the

existence　of　the　classics　colloquium　cannot　be　disregarded．　The　aim　of　this

articie　is　to　elttcidate　the　turning　polnt　during　which　the　classics　colloquium

system　was　established．

　　In　tke　first　section，　1　survey　what　form　instructioR　of　the　emperor　was

carried　ou£　prior　to　Emperor　Xuande　（1426－1435）　and　coRfirm　each　emperor

during　this　period　was　left　to　his　own　devices　to　read　as　he　saw　fit．

Moreover，　1　iRdicate　the　fact　that　prior　to　XuaRde，　the　object　of　the

instruction　of　the　bureaucrats　was　the　helr　apparent　who　was　anticipated　to

ascend　to　the　throne．

　　Thereafter　in　this　section　1　analyze　the　sequence　of　events　that　led　to　the

providing　lectures　to　Emperor　Yingzong　in　the　Zhengtong　era　（1436－1449）．

In　the　pertinent　portion　1　first　confirm　the　situation　in　which　the　Dowager

Empress　Zhang，　the　grandmother　of　Yingzong，　maintained　influeRce　on

political　settlements　after　his　accession　to　the　throne．　Then，　1　clarify　the　fact

that　there　was　a　plan　to　begin　providing　lectures　to　the　heir　apparent

Yingzong　in　the　last　years　of　Xuande’s　reign　aRd　that　bureaucrats　who

would　have　been　ciose　to　the　heir　appareRt，　who　was　raised　during　the
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Xuande　period，　were　made　to　participate　in　the　classics　colloquium　for

YingzoRg．　ln　addltion，　1　state　that　the　classics　colloquium　in　the　ZheRgtong

era　was　a　measure　implemented　on　an　ad　hoc　basls　in　the　form　of　evoking

the　actual　plan　of　instruction　that　was　from　the　flrst　planned　for　the　helr

apparent　because　Yingzong　was　a　child　at　his　accession　and　not　sufficiently

mature　to　carry　out　political　affairs．

　　In　the　second　section，　1　introduce　the　memoriai　to　the　throne　of　Hanlin

Academy　expositor　Liu　Qiu　geJJ」’k，　which　was　submitted　in　the　Zhengtong　era，

and　comment　on　the　fact　that　the　effect　of　regulating　the　daily　life　of　the

emperor　came　to　be　seen　in　the　implementation　of　the　classics　colloquium．　ln

addition，　1　ana｝yze　the　content　of　the　memorials　that　were　submitted　by　the

bureaucrats　chie且y　from雛e　period　dlrectly　after癒e　Tumu　Incident

through　the　reign　of　Jingtai，　1450－1457，　seeking　to　encourage　the　emperor　to

study　by　rneans　of　the　c｝assics　colloquium．　Then　1　make　clear　that　the

bureaucratic　officials　of　the　time　struggled　to　find　a　method　of　managing　to

a　certain　extent　the　daily　｝ife　of　the　emperor　beyond　court　functions　based

on　their　refiections　on　the　politics　｝eading　gp　to　the　Tumu　lncident．

　　Moreover，　in　the　first　years　of　the　Jingtai　reign，　Chen　Xun陳循，　who　had

obtained　a　position　in　the　grand　secretariat　prior　to　Jingtai’s　accession　to　the

throne，　strongiy　led　the　preparations　for　implementing　the　classics

colloquium．　As　a　result　the　classics　colloquium　was　implemented　for

Emperor　Jingtai．　Due　to　the　implementation　of　the　classics　colloqulum　in　the

reign　of　Jingtai，　there　arose　a　situaeion　in　which　the　emperor　would　be　the

object　of　the　instruction　of　the　bureaucrats　regardless　of　his　age，　and　the

grand　secretariat　acquired　the　position　whose　duty　was　to　instruct　the

emperor．　As　a　result，　tke　proper　place　of　the　grand　secretariat，　which　was　to

adminlster　the　classics　colloquium，　was　clearly　speeified　in　the　regulations

for　implemen£ing　the　classics　co｝loquium．　ln　short，　by　the　implementation　of

the　classics　colloquium　during　the　reign　of　Jingtai，　the　grand　secretariat　first

found　its　place　in　the　rituals　of　the　state．　ln　this　section　1　also　address　this

sequence　of　events．

　　Fo11owing　the　appearance　of　the　system　in　which　the　einperor　would　be

the　object　of　instruction　by　bureaucrats，　the　implementation　of　the　ciasslcs

colloquium　was　repeatedly　sought　as　a　means　of　restraining　to　a　certain

degree　the　emperor’s　actions　during　the　Ming　dynasty．　ln　this　article，　I

present　the　view　that　the　situation　faced　by　the　Ming　dynasty　and　the

actions　ta｝〈en　by　the　bureaucratic　officials　in　response　to　them　from　the

accession　of　the　child　emperor　to　the　throne　until　the　Tumu　lncident　that
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was　triggered　by　the　reckless　action　of　the　emperor　can　be　assumed　to　be

the　specific　backgrottnd　that　produced　this　situation　Then，　1　offer　the

conclusion　that　within　the　flow　of　this　series　of　events　the　grand　secretariat

acquired　the　duty　of　providing　lectures　to　the　emperor．
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